
ιt-
土
エ

通

エ貝

正禾
I女

と

|
|
一
五
九
四
年
の
寧
波
開
貢
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
|

中

は

じ

め

に

一
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
と
日
明
講
和
交
渉
|
|
「
封
貢
」
問
題
を
中
心
に
|
|

二
通
貢
反
封
論
と
そ
の
論
理

(
1
)
漸
江
巡
按
御
史
彰
廃
点
舎
の
反
封
貢
論
(
一
五
九
三
年
七
月
)

(
2
)
南
京
櫨
部
尚
書
沈
一
貫
の
通
-
真
反
封
論
(
一
五
九
四
年
五
月
)

三
通
行
許
可
論
と
そ
の
論
理

(
1
)
翰
林
院
庶
吉
士
陳
諮
典
の
通
-
真
許
可
論
(
一
五
九
三
年
末
!
九
四
年
初
ワ
)

(
2
)
内
閣
中
書
超
士
禎
の
通
貢
容
認
論
(
一
五
九
四
年
三
月
七
日
)

四
内
閣
大
島
ナ
士
張
位
の
到
H
「
往
市
」
案

五
湖
江
官
僚
と
封
日
通
貢
問
題
|
|
「
西
北
の
互
市
」
と
「
東
南
の
海
市
」
|
|

お
わ
り
に
|
|
東
ア
ジ
ア
「
貢
市
健
制
」
の
形
成
と
封
貢
問
題
|
|

は

じ

め
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豊
臣
秀
吉
の
第
一
次
朝
鮮
侵
略
(
壬
辰
倭
乱
・
文
椋
の
役
)
が
始
ま
っ
た
の
は
、

ソ
ウ
ル
・
平
壌
を
占
領
し
た
。
し
か
し
翌
一
五
九
三
(
高
幡
二
十
ム

一
五
九
二
(
高
層
二
十
・
文
唾
克
)
年
四
月
で
あ
っ
た
。
首
初

文
様
二
)
年
一
月
に
は
、
明
軍
が

は
日
本
軍
が
一
方
的
に
侵
攻
を
績
け
、

島

章

集

107 
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平
壌
を
奪
回
し
、
四
月
に
日
本
軍
は
ソ
ウ
ル
か
ら
撤
退
す
る
。
そ
れ
か
ら
三
年
半
近
く
に
わ
た
り
、

一
五
九
六
(
高
暦
二
十
四
・
文
様
五
)
年
九

月
に
、
秀
吉
が
明
朝
に
よ
る
加
封
を
拒
絶
し
て
、
第
二
次
侵
略
(
丁
酉
倭
乱
・
慶
長
の
役
)
を
命
じ
る
ま
で
、
明
朝
と
豊
臣
政
権
と
の
講
和
交
渉

が
延
々
と
績
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
1
)
 

こ
う
し
た
日
明
講
和
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
史
の
中
村
栄
孝
氏
を
は
じ
め
、
日
本
史
の
北
島
高
次
氏
・
佐
島
顕
子
氏
・
中
野

(

2

)

(

3

)

(

4

)

 

等
氏
、
琉
球
史
の
遺
土
名
朝
有
氏
、
中
園
史
の
石
原
遁
博
氏
・
李
光
博
氏
・
岡
野
昌
子
氏
・
鄭
楳
生
氏
・
同

2
5
F
ω
君
。
胃
氏
な
ど
が
、
そ

の
複
雑
多
岐
な
諸
側
面
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
し
明
朝
・
朝
鮮
・
日
本
に
蔑
さ
れ
た
膨
大
な
史
料
を
包
括
的
に
検
討
し
て
、
講
和
交
渉

の
全
瞳
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
な
お
困
難
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
講
和
交
渉
を
、
特
に
明
朝
の
朝
廷
に
お
け
る
、
釘
日
講
和
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
に
焦
貼
を
あ
て
て
論
じ
た
い
。
針
日
講
和

(
5
)
 

交
渉
を
め
ぐ
る
政
争
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
野
和
子
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
、
近
年
で
は
三
木
聴
氏
の
詳
細
な
研
究
に
よ
っ
て
、
講
和

問
題
を
め
ぐ
る
政
策
決
定
過
程
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
講
和
交
渉
の
プ
ロ
セ

ス
白
瞳
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
日
本
・
朝
鮮
・
明
朝
に
お
け
る
政
治
的
動
向
に
考
察
の
重
貼
が
お
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
、
講
和
交
渉
の
最
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大
の
焦
貼
で
あ
っ
た
、
秀
吉
を
日
本
国
王
に
冊
封
し
、
明
朝
と
の
通
貢
を
許
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
「
封
貢
」
問
題
が
、
首
時
の

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
外
交
・
貿
易
秩
序
の
な
か
で
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
な
お
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
明
朝
に
お
け
る

「
封
貢
」
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
の
な
か
か
ら
、
代
表
的
な
見
解
を
紹
介
し
、
特
に
日
本
と
の
通
貢
再
開
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
東
ア
ジ
ア
貿
易
の

全
盟
賦
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
と
日
明
講
和
交
渉
|
|
「
封
貢
」
問
題
を
中
心
に
|
|

(
7
)
 

本
節
で
は
、
ま
ず
複
雑
多
岐
な
講
和
交
渉
の
経
過
を
、
先
行
研
究
を
参
照
し
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

〉
」

?
U

智
ら
の
率
い
る
日
本
軍
は
釜
山
に
上
陸
し
た
。
多
数
の
新
式
銭
砲
を
備
え
た
日
本
軍
は
急
速
に
侵
攻
し
、

一
五
九
二
年
四
月
、
小
西
行
長
・
宗
義

五
月
に
は
首
都
の
ソ
ウ
ル
が
、
六
月



に
は
平
壌
が
陥
落
し
た
。

ソ
ウ
ル
陥
落
の
報
を
、
つ
け
た
秀
吉
は
、
「
う
へ
さ
ま
(
上
様
)
は
ほ
ん
き
ん
(
北
京
)
の
み
や
こ
に
御
さ
所
(
御
座

所
)
を
な
さ
れ
、
又
、

そ
れ
を
も
た
れ
(
誰
)
ぞ
御
す
へ
な
さ
れ
、
に
つ
ほ
ん
の
ふ
な
っ
き
(
船
着
き
)
に
ん
ほ
う
ふ
(
半
波
府
)
に
き
ょ
所

(
日
)

(
居
所
)
を
御
き
わ
め
な
さ
る
へ
き
:
:
:
」
と
、
朝
鮮
・
明
朝
の
征
服
後
は
天
皇
を
北
京
に
移
し
、
豊
臣
秀
次
を
中
国
の
関
白
と
し
、
み
ず
か

ら
は
寧
波
を
擦
賄
と
し
て
天
佐
一
ま
で
征
服
す
る
と
い
う
、
誇
大
妄
想
的
な
計
書
一
を
指
示
し
て
い
る
。

朝
鮮
の
救
援
要
請
を
、
つ
け
た
明
朝
で
は
、
兵
部
尚
書
の
石
星
・
首
輔
大
随
一
子
士
の
超
志
皐
を
中
心
に
救
援
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
八
月
に
は

兵
部
右
侍
郎
の
宋
鷹
昌
を
経
略
朝
鮮
に
起
用
し
て
、
朝
鮮
救
援
を
統
括
さ
せ
、
十
月
に
は
遼
東
軍
閥
の
李
如
松
を
提
督
に
任
命
し
、
救
援
軍
の

総
指
揮
官
と
し
た
。
ま
た
石
星
は
沈
惟
敬
と
い
う
市
井
の
策
士
を
起
用
し
て
、
日
本
と
の
交
渉
を
委
ね
、
九
月
に
は
沈
惟
敬
が
平
壌
に
お
も
む

ア

ル

タ

ン

か

れ

き
、
小
西
行
長
と
折
衝
を
始
め
た
。
こ
こ
で
行
長
は
沈
惟
敬
に
封
し
、
「
北
虜
崎
瞳
の
事
を
示
さ
ん
。
渠
も
ま
た
閤
下
に
登
庸
し
て
来
貢
す
れ

(
9
)
 

ば
、
則
ち
日
本
の
朝
貢
の
路
を
聞
く
も
、
ま
た
未
だ
難
事
な
ら
ざ
ら
ん
」
と
停
え
た
と
い
う
。
行
長
は
一
五
七
一

(
隆
慶
五
)
年
の
隆
慶
和
議
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に
よ
っ
て
、
明
朝
が
ア
ル
タ
ン
を
順
義
王
に
冊
封
し
、
朝
貢
貿
易
を
許
し
た
先
例
を
引
い
て
、

日
明
通
貢
の
再
聞
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
小
西

行
長
は
堺
の
商
家
の
出
身
で
あ
り
、
彼
と
緊
密
に
協
力
し
た
封
馬
の
宗
義
智
も
、
惇
統
的
に
朝
鮮
と
の
貿
易
に
深
く
闘
奥
し
て
い
た
。
彼
ら
が

明
朝
と
の
通
商
再
開
に
強
い
闘
心
を
よ
せ
た
こ
と
は
首
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
に
、
柳
川
調
信
(
宗
氏
の
家
老
)
、
景
轍
玄
蘇
(
博
多
重
一
柚
寺
の

(m) 

郡
信
)
ら
を
含
め
た
「
小
西
・
封
馬
グ
ル
ー
プ
」
が
、
以
後
の
講
和
交
渉
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
翌
一
五
九
三
年
一
月
、
李
如
松
の
指
揮
す
る
明
軍
は
、
小
西
行
長
ら
の
日
本
軍
を
破
っ
て
平
壌
を
牧
復
し
た
。
明
軍
は
さ
ら
に
ソ
ウ

ル
に
迫
っ
た
が
、
近
郊
の
碧
蹄
館
で
撃
退
さ
れ
、
戦
況
は
腰
着
化
す
る
。
四
月
に
は
暫
定
的
な
和
議
が
成
立
し
、
日
本
軍
は
ソ
ウ
ル
か
ら
撤
退

し
、
釜
山
周
遣
に
駐
屯
し
た
。
日
本
と
の
休
戦
協
定
に
際
し
、
宋
鹿
昌
は
朝
鮮
側
に
釘
し
、
日
本
が
朝
鮮
か
ら
撤
退
す
れ
ば
、
「
方
に
題
本
も

て
旨
を
請
い
、
闘
白
を
封
じ
て
日
本
王
と
な
し
、
寧
波
よ
り
入
貢
せ
し
む
」
と
、
秀
吉
を
冊
封
し
、
寧
波
ル

I
ト
に
よ
る
通
貢
を
許
す
と
い
う

(
日
)

考
え
を
明
言
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
黙
で
、
日
本
側
の
小
西
行
長
・
宗
義
知
日
ら
と
、
明
側
の
宋
麿
昌
・
沈
惟
敬
ら
の
あ
い
だ
で
は
、
日
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本
軍
の
完
全
撤
退
、
お
よ
び
秀
吉
の
冊
封
と
通
貢
許
可
に
よ
っ
て
、
講
和
に
も
ち
こ
む
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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明
朝
中
枢
の
石
星
や
超
志
皐
も
、
こ
う
し
た
講
和
方
針
を
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

六
月
に
は
、
秀
吉
が
名
護
屋
で
宋
磨
昌
の
使
者
と
舎
見
し
、
七
か
僚
の
講
和
候
件
を
示
し
た
。
秀
吉
の
主
要
な
要
求
は
、
①
明
朝
の
皇
女
が

日
本
の
天
皇
に
降
嫁
す
る
、
②
日
明
貿
易
を
再
開
す
る
、
③
朝
鮮
南
部
を
日
本
に
割
譲
す
る
、
と
い
う
三
貼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
朝
に
と
っ

て
、
①
・
③
の
要
求
は
問
題
外
で
あ
り
、
ま
だ
し
も
賓
現
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
②
日
明
貿
易
の
再
開
だ
け
で
あ
っ
た
。
六
月
末
に
は
日
本

側
の
講
和
使
節
と
し
て
、
内
藤
如
安
(
明
朝
で
は
「
小
西
飛
」
と
栴
さ
れ
る
)
が
朝
鮮
に
渡
っ
た
。
宋
履
昌
ら
は
、
賓
現
の
可
能
性
が
な
い
①
・

③
の
要
求
は
伏
せ
て
、
秀
吉
の
冊
封
と
通
貢
の
再
開
に
よ
っ
て
、
講
和
を
賓
現
す
る
こ
と
を
模
索
し
て
ゆ
く
。

し
か
し
九
月
に
は
、
明
朝
の
朝
廷
に
お
い
て
、
宋
麿
昌
や
沈
惟
敬
の
講
和
交
渉
を
批
判
す
る
上
奏
が
あ
い
つ
い
だ
。
こ
れ
に
封
し
宋
麿
昌
は
、

日
本
側
に
通
貢
再
開
を
提
示
し
た
の
は
、
日
本
軍
を
平
壌
や
ソ
ウ
ル
か
ら
撤
退
さ
せ
る
た
め
の
経
略
で
あ
っ
た
と
静
明
し
て
い
る
。
寓
暦
帝
は

こ
う
し
た
論
争
を
、
つ
け
て
、
①
日
本
が
朝
鮮
か
ら
完
全
撤
退
し
、
②
珊
封
の
ほ
か
に
通
貢
を
求
め
ず
、
③
二
度
と
朝
鮮
を
侵
略
し
な
い
、
と
い

円
U

う
三
候
件
を
認
め
れ
ば
、
秀
吉
の
冊
封
を
許
す
と
い
う
聖
旨
を
下
し
た
。
し
か
し
現
賓
に
は
、
通
貢
再
開
を
認
め
ず
、
秀
吉
の
冊
封
だ
け
で
日

本
と
の
講
和
を
貰
現
す
る
の
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
っ
た
。
講
和
交
渉
が
ゆ
き
手
つ
ま
り
、
朝
廷
で
の
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
た
宋
庭
日
日
は
、
十

二
月
に
経
略
を
辞
職
し
、
蔚
遼
総
督
の
顧
養
謙
が
一
経
略
を
粂
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

暗
礁
に
の
り
あ
げ
た
講
和
交
渉
を
打
開
す
る
た
め
、
小
西
行
長
と
沈
惟
敬
は
、
秀
吉
が
明
朝
に
謝
罪
し
て
冊
封
と
通
貢
を
求
め
る
と
い
う
内

容
の
、
「
降
表
」
を
備
作
す
る
と
い
う
手
段
に
出
た
。
こ
の
「
降
表
」
は
、
翌
一
五
九
四
年
二
月
に
明
朝
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
「
降
表
」
の
到
着

に
よ
り
、
朝
廷
で
は
秀
吉
の
「
封
貢
」
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
が
再
燃
し
た
が
、
二
月
末
に
開
催
さ
れ
た
廷
臣
合
議
(
九
卿
・
科
道
舎
議
)
で
も
、

依
然
と
し
て
封
貢
反
封
論
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
封
し
一
一
一
月
末
に
は
、
顧
養
謙
が
上
奏
し
て
、
加
封
だ
け
で
は
な
く
通
貢
の
許
可
も
検
討

す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
彼
は
日
本
と
の
「
貢
市
」
(
朝
貢
と
互
市
)
は
、
経
済
的
損
失
を
も
た
ら
す
モ
ン
ゴ
ル
と
の
貢
市
と
は
異
な
り
、
む
し

ろ
財
政
上
も
有
盆
で
あ
る
と
述
べ
、
寧
波
経
由
で
日
本
の
通
貢
を
許
す
こ
と
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

四
月
に
入
る
と
、
顧
養
謙
は
か
さ
ね
て
上
奏
し
て
、
冊
封
と
通
貢
の
隻
方
を
許
し
て
講
和
を
賓
現
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
。
し
か
し
四
月
末



に
ふ
た
た
び
聞
か
れ
た
廷
臣
舎
議
で
も
、
「
封
貢
」
反
封
論
が
大
勢
を
占
め
た
。
五
月
に
は
一
帽
建
巡
撫
や
遼
東
巡
撫
も
上
奏
し
て
、
封
貢
の
許

可
に
反
封
し
た
。
こ
う
し
た
内
外
か
ら
の
反
封
を
受
け
て
、

五
月
末
に
は
、
高
暦
帝
も
秀
吉
の
冊
封
と
通
貢
許
可
の
双
方
を
中
止
す
る
こ
と
を

命
じ
た
の
で
あ
る
。
顧
養
謙
は
責
任
を
取
っ
て
辞
任
し
、
か
わ
っ
て
孫
鎮
が
経
略
朝
鮮
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
講
和
交
渉
は
、
完
全
に
白

紙
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
に
先
だ
ち
、
顧
養
謙
は
朝
鮮
に
釘
し
、
秀
吉
の
冊
封
に
よ
る
講
和
を
求
め
る
上
奏
を
行
な
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
朝
鮮

側
は
強
く
抵
抗
し
た
が
、
結
局
は
そ
の
要
求
に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、
九
月
に
は
朝
鮮
の
使
者
が
北
京
に
い
た
り
、
上
奏
し
て
秀
吉
の
冊
封
を
求

め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
神
宗
は
内
藤
如
安
を
北
京
に
召
喚
し
て
、
冊
封
の
是
非
を
審
議
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
十
二
月
に
は
朝
廷
で
内
藤
如

安
の
審
聞
が
行
わ
れ
、
如
安
は
①
日
本
軍
が
全
面
撤
退
し
、
②
加
封
の
ほ
か
に
通
貢
を
求
め
ず
、
③
朝
鮮
を
ふ
た
た
び
侵
犯
し
な
い
、
と
い
う

三
候
件
を
誓
約
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
秀
吉
を
日
本
国
王
に
冊
封
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
翌
一
五
九
五
年
正
月
に
、
冊
封
正
使
の
李
宗

一
方
こ
の
年
の
五
月
、
秀
吉
は
新
た
に
三
か
僚
の
講
和
候
件
を
小
西
行
長
に
託
し
て
い
る
。
こ
の
新
保
件
で
は
、
明
朝
皇
女
の
降
嫁
要
求
は

城
・
副
使
の
楊
方
亨
が
北
京
を
出
愛
し
た
の
で
あ
る
。

撤
回
し
た
も
の
の
、
①
日
明
通
商
の
再
開
の
ほ
か
、
②
朝
鮮
の
王
子
に
朝
鮮
南
部
を
附
輿
し
、
彼
が
日
本
に
お
い
て
秀
吉
に
近
侍
す
る
こ
と
を

(ロ)

一
種
の
健
偏
支
配
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
新
保
件
に
し
ろ
、

求
め
て
い
る
。

つ
ま
り
直
接
的
な
領
土
割
譲
の
か
わ
り
に
、

内
藤
如
安
が
誓
約
し
た
三
候
件
と
の
へ
だ
た
り
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。
雨
者
の
講
和
俊
件
が
希
離
し
た
ま
ま
、
十
一
月
に
は
珊
封
使
が
ょ
う

ゃ
く
釜
山
近
郊
の
行
長
の
陣
営
に
入
っ
た
。

と
こ
ろ
が
翌
一
五
九
六
年
四
月
に
は
、
正
使
の
李
宗
城
が
交
渉
の
行
方
を
悲
観
し
て
、
逃
亡
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
し
た
失

態
に
封
し
、
朝
廷
で
は
ま
た
も
や
講
和
政
策
を
主
導
し
た
石
星
や
趨
志
皐
に
封
す
る
糾
弾
が
噴
出
し
た
。
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
石
星
や
趨
志
皐

は
、
や
む
な
く
楊
方
亨
を
正
使
に
昇
格
し
、
沈
惟
敬
を
副
使
と
し
て
、
十
分
な
成
算
が
な
い
ま
ま
冊
封
を
遂
行
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
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て
九
月
二
日
に
は
、
大
坂
城
に
お
い
て
、
明
使
に
よ
る
秀
吉
の
冊
封
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
の
冊
封
儀
櫨
白
瞳
は
無
事
終
了
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
数
日
後
、
日
本
側
の
要
求
が
ほ
ぼ
完
全
に
無
覗
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
秀
吉
は
態
度
を
急
壁
さ
せ
、
講
和
の
破
棄
と
再
出

兵
を
命
じ
た
。
こ
う
し
て
一
一
一
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
た
講
和
交
渉
は
完
全
に
破
綻
し
、
豊
臣
政
権
は
再
度
の
朝
鮮
侵
略
(
丁
酉
倭
乱
・
慶
長
の
役
)

に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

通
貢
反
封
論
と
そ
の
論
理

(
1
)
揃
江
巡
按
御
史
彰
障
基
/
の
反
封
貢
論
(
一
五
九
三
年
七
月
)

日
明
聞
の
講
和
交
渉
を
通
じ
て
、
秀
吉
は
領
土
的
野
心
と
日
明
貿
易
の
再
開
に
執
着
し
つ
づ
け
た
。
こ
れ
に
釘
し
明
朝
の
朝
廷
で
は
、
秀
吉

の
所
封
と
通
貢
再
開
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
く
り
か
え
さ
れ
た
。
雨
園
の
あ
い
だ
で
賓
際
に
講
和
交
渉
に
首
た
っ
て
い
た
の
は
、

つム

日
本
側
で
は
、
小
西
行
長
・
宗
義
智
・
柳
川
調
信
・
景
轍
玄
蘇
ら
の
「
小
西
・
封
馬
グ
ル
ー
プ
」
、
明
朝
側
で
は
、
首
輔
大
島
子
士
超
志
皐
兵

部
尚
書
石
星
経
略
宋
庭
昌
(
の
ち
顧
養
議
)
沈
惟
敬
と
い
う
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
秀
吉
の
「
封
貢
」
(
冊
封
と
豊
貝
)
に
よ

り
、
講
和
を
賓
現
す
る
こ
と
を
摸
索
し
て
い
た
。
し
か
し
秀
吉
は
最
後
ま
で
領
土
的
野
心
を
棄
て
よ
う
と
せ
ず
、

一
方
で
明
朝
で
は
、
「
闘
白

の
封
を
許
す
を
乞
求
す
る
よ
り
、
南
北
は
紛
紛
と
し
て
、
不
可
な
る
を
言
、
つ
者
は
十
に
七
・
八
、
可
を
説
く
者
は
未
だ
一
・
二
を
見
ず
」
と
、

(
は
)

秀
吉
の
珊
封
と
通
貢
許
可
に
つ
い
て
も
、
反
封
論
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。

明
朝
に
お
け
る
「
封
貢
」
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
①
冊
封
・
通
貢
の
壁
方
を
拒
絶
す
る
(
封
貢
井
紹
)
、
②
冊
封
は
認
め
る
が
通
商
は
許
さ

な
い
(
許
封
不
許
貢
)
、
③
珊
封
と
通
貢
の
隻
方
を
-
認
め
る
(
封
貢
井
許
)
と
い
う
三
つ
の
立
場
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
神
宗
(
賓

質
的
に
は
内
閣
)
が
命
じ
た
方
針
は
、
首
初
は
「
許
封
不
許
雷
乙
で
あ
り
、
一
五
九
四
年
五
月
に
「
封
貢
井
絶
」
に
韓
じ
た
が
、
十
月
に
結
局

(
日
)

「
許
封
不
許
貢
」
が
決
定
さ
れ
、
加
封
使
を
抵
遣
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
は
ま
ず
「
封
貢
井
組
」
論
の
な
か
か
ら
、
代
表
的
な
上
奏
を
紹

介
し
、
そ
の
論
理
を
検
討
し
て
み
た
い
。



も
と
も
と
朝
廷
で
の
議
論
で
は
、
「
封
貢
井
絶
」
論
が
優
勢
で
あ
り
、
特
に
「
科
道
官
」
(
六
科
給
事
中
と
十
三
道
監
察
御
史
)
と
惚
稽
さ
れ
る
、

監
察
系
統
の
若
手
官
僚
に
は
強
硬
な
封
貢
反
封
論
者
が
多
か
っ
た
。
科
道
官
は
そ
も
そ
も
首
局
者
の
政
策
を
批
判
す
る
こ
と
が
職
掌
で
あ
る
う

え
に
、
こ
の
時
期
に
は
皇
太
子
の
冊
立
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
神
宗
に
迎
合
し
て
立
太
子
に
泊
極
的
で
あ
っ
た
趨
志
皐
ら
に
封
す
る
批
判
も
強
ま

(
日
)

っ
て
い
た
。
科
遁
官
た
ち
は
、
立
太
子
問
題
と
講
和
問
題
の
壁
方
で
、
欺
臓
的
な
封
麿
を
績
け
る
政
権
権
首
者
を
強
く
糾
弾
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
科
道
官
な
ど
の
「
封
貢
」
反
封
論
者
は
、

や
や
も
す
れ
ば
朝
鮮
に
お
け
る
戦
況
や
日
本
の
賓
情
を
十
分
に
理
解
し
な
い
ま
ま
、
惇
統

的
な
華
夷
秩
序
・
朝
貢
睦
制
の
理
念
に
も
と
づ
く
大
義
名
分
論
を
主
張
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
局
外
に
あ
っ
て
こ
の
論
争
を
観
察
し
て
い
た
、

前
礎
部
尚
書
の
子
慣
行
は
、
皮
内
を
こ
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
開
白
の
封
貢
の
議
は
、

一
時
の
蓋
諌
・
部
司
は
上
疏
し
て
力
諌
し
、
日
々
虚
臆
な
し
。
こ
れ
を
争
う
は
誠
に
是
な
り
。
然
る
に
皆
な

情
景
を
端
摩
し
、
事
理
を
汎
論
し
、
日
本
の
沿
革
に
至
り
で
は
、
絶
え
て
考
究
す
る
な
し
。
「
租
宗
の
そ
の
封
貢
を
絶
ち
て
よ
り
、
二
百

年
来
あ
い
通
ぜ
ず
」
と
謂
う
者
あ
り
、
こ
れ
を
覧
て
た
め
に
失
笑
す
。
:
:
:
寛
に
日
本
の
何
固
に
し
て
、
闘
白
は
何
人
た
る
か
を
知
ら
ず

う

わ

-

一

と

(

市

)

し
て
、
盈
庭
の
言
、
比
白
な
瞬
噴
の
如
し
。

子
憧
行
が
述
べ
る
よ
う
に
、
線
じ
て
科
遁
官
な
ど
の
通
貢
反
封
論
に
は
、
日
本
や
朝
鮮
の
沿
革
や
現
賦
を
十
分
に
把
握
し
な
い
観
念
的
な
議
論

が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
日
本
が
遼
東
に
迫
っ
て
い
た
一
五
九
二
年
末
の
段
階
で
は
、
科
遁
官
の
な
か
に
も
、
日
本
の
撤
退
を
候
件
に
、
寧
波
ル

l
ト
で
の

通
貢
を
認
め
る
べ
き
だ
と
説
く
者
も
あ
っ
た
。
し
か
し
一
五
九
四
年
一
月
に
日
本
側
の
軍
事
的
優
勢
が
崩
れ
る
と
、
日
本
の
通
貢
再
開
を
支
持

す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
跡
を
紹
ち
、
若
手
の
科
道
官
を
中
心
に
、
超
志
皐
石
星
|
宋
雁
昌
沈
惟
敬
の
ラ
イ
ン
が
進
め
つ
つ
あ
っ
た
講
和
交

渉
へ
の
批
判
が
激
化
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
科
道
官
に
よ
る
、
多
数
で
は
あ
る
が
大
同
小
異
の
封
貢
反
封
論
の
な
か
か
ら
、

月
の
、
崩
江
巡
按
御
史
彰
鹿
参
の
上
奏
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
彰
鷹
参
は
河
南
光
山
際
の
人
、

一
五
九
三
年
七

一
五
八

O
(寓
暦
八
)
年
の
進
士
で
あ
っ
た
。
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彼
は
ま
ず
宋
麿
昌
・
沈
惟
敬
ら
が
、
碧
蹄
館
の
敗
戦
に
よ
っ
て
意
気
阻
喪
し
、
日
本
を
軍
事
的
に
駆
逐
し
よ
う
と
せ
ず
、
秀
吉
の
封
貢
に
よ
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る
講
和
を
園
っ
て
い
る
と
、
そ
の
弱
腰
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
特
に
「
倭
奴
の
通
貢
は
断
じ
て
宜
し
く
許
す
べ
か
ら
ず
」
と
、
秀
吉
の
通
貢
要

求
を
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
日
本
の
通
貢
が
も
た
ら
す
弊
害
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

倭
奴
の
一
連
貢
は
、
勢
と
し
て
必
ず
寧
波
よ
り
入
り
、
紹
興
・
杭
嘉
等
の
庭
は
、
比
白
な
必
ず
経
ぐ
る
地
な
り
。
臣
恐
る
ら
く
は
、
地
方
は
驚

つ

い

や

あ

ば

れ

だ

擾
し
、
設
備
に
費
を
勢
さ
ん
。
高
一
便
に
乗
じ
て
車
整
せ
ば
、
則
ち
海
遣
の
重
地
、
財
賦
の
奥
匝
は
、
そ
の
茶
毒
を
受
く
る
こ
と
、
首

に
何
如
に
烈
し
き
か
を
知
ら
ず
。
こ
れ
は
そ
の
害
の
地
方
に
あ
る
者
な
り
。
ま
た
思
う
に
、
天
下
の
財
富
は
、
歳
入
は
四
百
高
に
過
、
ぎ
ず
。

北
虜
の
款
貢
は
、
浸
淫
し
て
今
に
至
り
、
歳
ご
と
に
三
百
六
十
高
を
費
や
す
。
天
下
の
財
を
暑
く
し
て
、
僅
か
に
虜
貢
に
首
つ
に
足
る
。

も

あ

ち

こ

ち

幸
い
と
す
る
所
は
、
東
南
に
事
な
き
の
み
。
慎
し
倭
貢
の
套
再
び
成
ら
ば
、
則
ち
准
揚
・
蘇
松
・
雨
漸
・
闘
債
の
問
、
在
在
皆
な
市
を
開

む

さ

ぼ

ふ

た

た

そ

そ

の

か

く
べ
く
、
皆
な
首
に
防
禦
す
べ
く
、
功
を
喜
び
貨
を
贈
る
の
夫
、
ま
た
復
び
そ
の
聞
に
簸
弄
さ
ん
。
則
ち
東
南
の
市
費
は
、
首
に
西
北

(
凶
)

に
減
、
ぜ
、
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
そ
の
害
の
園
家
に
あ
る
者
な
り
。

.. 
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彰
磨
参
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
通
貢
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
大
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
①
日
本
の
朝
貢
使
節
は
、
寧
波
か
ら
湖
江
各
府
を
経
由

し
て
北
京
に
向
か
う
。
こ
の
た
め
漸
江
や
江
南
に
多
大
な
負
捨
を
も
た
ら
し
、
治
安
を
撹
乱
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
②
朝
廷
の
歳
入
は
四
百
高
雨

(
凶
)

モ
ン
ゴ
ル
と
の
交
易
の
た
め
に
、
年
間
三
六

O
高
雨
を
支
出
し
て
い
る
。
も
し
日
本
の
通
貢
を
許
せ
ば
、
大
運
河
沿
い
の

に
す
、
ぎ
な
い
の
に
、

准
揚
・
江
南
・
漸
江
か
ら
、
東
南
沿
岸
の
一
帽
建
・
慶
東
ま
で
、
各
地
で
交
易
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
北
遺
と
同
じ
よ
う
な
財
政
負
捨
を
招
く
こ

と
に
な
る
。

こ
こ
で
彰
麿
参
が
通
貢
反
封
の
論
擦
と
し
た
、
①
東
南
沿
岸
に
お
け
る
負
捨
増
加
と
治
安
悪
化
、
②
モ
ン
ゴ
ル
交
易
に
匹
敵
す
る
財
政
的
負

搭
と
い
う
二
時
は
、
多
く
の
通
貢
反
封
論
者
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
議
論
の
背
景
に
は
、
隆
慶
和
議
の
結
果
、
西
北
遣
の
防
備
盟

(
初
)

制
が
弛
緩
し
、
モ
ン
ゴ
ル
と
の
交
易
が
膨
大
な
財
政
支
出
や
財
貨
の
流
出
を
招
い
て
い
る
と
い
う
現
賦
批
判
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
一
五
九
四
年
に
は
、
通
政
司
遇
政
日
鳴
珂
が
上
奏
し
、
「
虜
の
互
市
す
る
や
、
中
圃
の
財
力
は
歳
ご
と
に
謁
き
、
遺
備
は
日
ご
と

た

ち

ま

く

ら

わ

に
弛
み
、
旋
ち
欽
し
て
は
旋
ち
犯
す
。
即
ち
互
市
は
侍
む
に
足
ら
ん
や
O
i
-
-
-
そ
れ
中
園
の
財
力
は
限
り
あ
り
。
借
り
に
北
に
は
虜
に
暗
し
、



東
は
倭
に
陥
し
て
、
目
前
の
安
を
倫
ま
ば
、
財
は
谷
ま
す
掲
き
て
、
園
勢
は
就
ち
衰
え
ん
」
と
説
い
て
い
る
。
北
方
の
モ
ン
ゴ
ル
に
加
え
、
東

(
幻
)

方
の
日
本
と
も
交
易
を
聞
け
ば
、
財
政
破
綻
を
招
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
年
に
は
、
中
主
回
全
白
人
丁
元
薦
も
上
奏
し
、
「
直
遂
事
は
互
市

あ
き
た

よ
り
以
来
、
武
備
は
陵
夷
し
、
人
心
は
玩
悔
せ
り
。
:
:
:
虜
は
飽
り
て
我
は
飢
え
、

一
た
び
大
入
す
れ
ば
、
輔
ち
重
賂
し
て
去
る
。
:
:
:
意

わ
ざ
り
き
、
宋
麿
昌
は
そ
の
故
智
を
倭
に
襲
わ
ん
と
す
る
を
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
隆
慶
和
議
が
遺
防
の
弛
緩
と
、
交
易
に
よ
る
損
失

を
招
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋
麿
昌
が
日
本
と
も
同
様
の
講
和
を
行
お
う
と
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
封
貢
な
る
者
は
和
市

ゃ

の
別
名
な
り
。
己
に
股
せ
た
る
膏
血
を
割
き
て
、
一
餐
く
な
き
鋲
虎
に
暗
さ
ば
、
中
園
は
益
ま
す
虚
し
か
ら
ん
。
:
:
:
」
と
、
日
本
に
封
貢
を
許

(
幻
)

せ
ば
、
賓
質
的
に
交
易
を
解
禁
す
る
こ
と
に
な
り
、
中
園
の
財
富
の
さ
ら
な
る
流
出
を
招
く
と
説
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
賓
際
に
は
、
隆
慶
和
議
は
交
易
に
よ
る
財
政
負
櫓
を
は
る
か
に
上
回
る
、
軍
事
支
出
の
軽
減
を
も
た
ら
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
日
本
と
の
通
貢
は
、
は
た
し
て
モ
ン
ゴ
ル
と
の
朝
貢
や
互
市
の
よ
う
な
経
済
的
損
失
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
?

(
2
)
南
京
礎
部
尚
書
沈
一
貫
の
通
貢
反
釘
論
(
一
五
九
四
年
五
月
)

通
貢
反
封
論
の
主
要
な
論
擦
の
ひ
と
つ
は
、

日
本
と
の
通
貢
が
、
東
南
沿
海
に
深
刻
な
治
安
悪
化
を
招
く
と
い
う
貼
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

危
倶
が
も
っ
と
も
切
賓
な
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
通
貢
の
窓
口
と
な
る
寧
波
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
寧
波
出
身
者
に
よ
る
通
貢
反
封
論

と
し
て
、
沈
一
貫
の
上
奏
を
紹
介
し
よ
う
。
沈
一
貫
は
寧
波
府
城
の
あ
る
鄭
牒
の
人
。

一
五
六
八
(
隆
慶
二
)
年
の
進
士
。

ノ、

O 

高
暦

十
四

年
ま
で一
政五
権九
を四
握年
つに
た忌内

閣
に
入
り
、

一
六

O

(
寓
暦
二
十
九
)
年
に
は
超
士
皐
を
つ
い
で
首
輔
大
向
学
士
と
な
り
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
「
論
倭
貢
市
不
可
許
疏
」
は
、
南
京
櫨
部
尚
書
で
あ
っ
た
沈
一
貫
が
、

(
討
)

聞
に
入
る
直
前
に
執
筆
さ
れ
た
が
、
五
月
上
旬
に
榊
宗
が
冊
封
と
通
貢
の
中
止
を
命
じ
る
聖
旨
を
下
し
た
た
め
に
、
賓
際
に
は
提
出
さ
れ
な
か

一
五
九
四
年
五
月
十
四
日
に
東
閤
大
皐
士
と
し
て
内

っ
た
と
い
う
。
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沈
一
貫
は
ま
ず
、
嘉
靖
年
聞
に
倭
冠
の
娼
娠
を
招
い
た
の
も
、

日
本
に
通
貢
を
許
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
主
張
す
る
。
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内山
γ

-

4

ん

古
よ
り
倭
奴
は
貢
す
る
な
し
。
貢
す
る
も
亦
た
数
十
年
に
偶
ま
一
た
び
来
る
に
過
ぎ
ず
、
五
日
が
土
の
虚
賓
を
知
ら
ず
。
所
以
に
耐
は
少

な
し
。
永
梁
よ
り
貢
あ
り
、
貢
す
れ
ば
報
ち
数
ば
来
る
。
則
ち
限
る
に
十
年
一
貢
を
も
っ
て
す
る
も
、
ま
た
拘
束
に
逢
わ
ず
。
或
い
は

敷
年
に
一
た
び
来
た
り
、
五
日
が
土
を
渉
る
こ
と
故
郷
の
如
く
、
五
日
が
人
を
識
る
こ
と
親
書
の
如
く
、
五
日
が
賓
物
諸
貨
を
牧
む
る
こ
と
諸
寄

こ
の

を
取
る
が
如
し
。
尤
も
古
今
の
国
籍
を
曙
み
、
凡
そ
山
川
の
険
易
、
甲
兵
の
朽
利
、
人
性
の
剛
柔
、
圃
紀
の
張
弛
、
熟
知
せ
ざ
る
な
し
。

吾
が
民
の
頑
顛
な
る
者
は
、
そ
の
賄
を
利
と
し
、
そ
の
債
を
負
い
、
反
っ
て
こ
れ
が
矯
に
用
い
ら
る
。

、
水
幾
年
聞
か
ら
日
本
の
朝
貢
船
が
し
ば
し
ば
寧
波
に
来
航
し
、
活
溌
に
貿
易
や
人
的
交
流
を
行
い
、
中
国
の
内
情
を
熟
知
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
嘉
靖
年
聞
に
は
、

日
本
人
は
寧
波
近
海
の
島
艇
を
援
賄
と
し
て
、
地
元
民
と
結
託
し
て
密
貿
易
に
乗
り
だ
し
、

や
が
て
は
倭
冠
勢
力
の
横

行
を
招
い
た
の
だ
と
い
う
。
沈
一
貫
は
こ
の
よ
う
に
貢
市
こ
そ
が
倭
冠
出
現
の
導
因
で
あ
り
、
「
貢
市
一
た
び
成
ら
ば
、
臣
恐
る
ら
く
は
、
数

L
i
令
乞
二
、
と

十
年
後
に
は
寧
波
無
か
ら
ん
。
寧
波
無
く
ん
ば
、
園
家
は
想
然
と
す
る
の
み
を
得
ん
や
」
と
強
調
す
る
。

さ
ら
に
彼
は
、
日
本
に
通
貢
を
許
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
恐
れ
も
あ
る
と
い
う
。

さ

き

ひ

き

い

欝
に
は
吾
が
民
は
倭
と
通
じ
、
倭
を
勾
れ
て
乱
を
な
せ
り
。
四
十
年
来
、
民
は
倭
と
紹
ち
、
乱
本
は
始
め
て
抜
か
る
。
貢
市
の
成
ら
ば
、

則
ち
民
は
ま
た
倭
と
合
せ
ん
。
寧
ん
ぞ
濁
り
倭
の
み
な
ら
ん
や
。
王
直
・
徐
海
の
流
、
草
葬
の
戎
も
且
に
伏
せ
ん
と
す
。
危
な
き
か
な
危

ρhυ 

な
き
か
な
。
こ
れ
に
従
り
て
言
わ
ば
、
臣
の
謂
う
所
の
「
数
十
年
後
に
は
寧
波
無
か
ら
ん
」
は
、
猶
お
遠
く
こ
れ
を
言
、
つ
が
ご
と
き
な
る

も
、
恐
ら
く
は
数
十
年
の
久
き
を
待
た
ざ
ら
ん
。

こ
の
四
十
年
、
日
本
と
の
通
商
を
断
絶
し
た
結
果
、
沿
海
の
治
安
も
回
復
し
た
。
し
か
し
ひ
と
た
び
貢
市
が
復
活
す
れ
ば
、

ふ
た
た
び
王
直
・

徐
海
の
よ
う
な
勢
力
が
蹴
庖
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
闘
白
の
貢
市
を
求
む
に
、
何
ぞ
朝
鮮
に
お
い
て
せ
ず
、
寧
波
に
お
い

る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
関
白
そ
の
欲
す
る
を
得
ば
、
則
ち
寧
波
は
そ
の
欲
す
る
を
失
わ
ん
。

お
よ

れ
の
枇
榎
に
移
ぶ
を
恐
る
の
み
」
と
、
も
し
秀
吉
の
要
求
を
の
ん
で
寧
波
へ
の
通
貢
を
許
せ
ば
、
寧
波
だ
け
で
は
な
く
園
家
全
瞳
に
危
害
が
及

て
す
る
や
。
朝
鮮
に
は
欲
す
べ
き
無
く
、
寧
波
に
は
欲
す
べ
き
有
れ
ば
な
り
」
と
、
寧
波
ル

l
ト
で
の
通
商
こ
そ
が
秀
吉
の
主
要
な
目
的
で
あ

一
寧
波
は
何
ぞ
惜
し
む
に
足
ら
ん
。
端
だ
こ



(
お
)

ぶ
と
説
く
の
で
あ
る
。

沈
一
貫
の
議
論
は
地
域
主
義
的
な
傾
向
が
強
く
、
寧
波
の
郷
紳
な
ど
の
意
見
を
代
出
府
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
し
寧
波
ル

1
ト
に
よ
る
日

明
貿
易
が
再
開
さ
れ
れ
ば
、
寧
波
地
域
は
そ
の
利
読
を
享
受
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
寧
波
の
郷
紳
や
有
力
者
層
に
と
っ
て
は
、
貿
易
利

潤
へ
の
期
待
以
上
に
、
倭
冠
的
勢
力
の
再
護
へ
の
危
倶
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
。

一
五
二
三
(
嘉
靖
二
)
年
の
寧
波
争
貢
事
件
か
ら
嘉
靖
大
倭

冠
に
い
た
る
、
四
十
年
聞
に
お
よ
ぶ
倭
冠
的
勢
力
の
娼
娠
の
記
憶
は
な
お
生
々
し
く
、
そ
れ
以
前
の
平
和
的
な
通
商
や
文
化
交
流
の
記
憶
さ
え
、

倭
冠
活
動
へ
の
序
奏
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
倭
冠
と
の
密
貿
易
に
よ
る
利
誌
は
、
一
帽
建
の
海
商
ゃ
、
王
直
や

徐
海
な
ど
の
徽
州
商
人
く
ず
れ
の
手
に
蹄
し
て
し
ま
い
、
寧
波
の
郷
紳
や
商
人
は
、
倭
冠
の
被
害
を
直
接
こ
う
む
る
一
方
で
、
密
貿
易
の
利
盆

は
十
分
に
享
受
で
き
な
か
っ
た
。
「
貢
市
一
た
び
成
ら
ば
、
数
十
年
後
に
は
寧
波
無
か
ら
ん
」
と
い
う
沈
一
貫
の
い
さ
さ
か
大
仰
な
危
機
感
は
、

」
う
し
た
地
域
的
利
害
の
端
的
な
表
明
と
い
え
よ
う
。

通
行
許
可
論
と
そ
の
論
理

(
1
)
翰
林
院
庶
吉
士
陳
諮
典
の
通
貢
許
可
論
(
一
五
九
三
年
末
l
九
四
年
初
ワ
)

秀
吉
の
「
封
貢
」
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
、
も
と
も
と
反
封
論
が
塵
倒
的
に
優
勢
で
あ
り
、
特
に
冊
封
と
通
貢
の
壁
方
を
認
め
る
べ
き
だ

と
す
る
「
封
貢
井
許
」
論
は
ま
っ
た
く
の
少
数
振
で
あ
っ
た
。
し
か
も
一
五
九
六
年
に
講
和
交
渉
が
完
全
に
破
綻
し
た
後
は
、
封
貢
反
封
こ
そ

が
正
論
で
あ
っ
た
と
い
う
許
慣
が
完
全
に
定
着
し
た
た
め
、
丈
集
や
奏
議
集
に
牧
め
る
議
論
も
、

ほ
と
ん
ど
が
封
貢
反
封
論
で
占
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
現
存
す
る
史
料
の
な
か
に
も
、
ご
く
稀
で
は
あ
る
が
、

日
本
の
通
貢
再
開
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
議
論
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
管

見
の
か
ぎ
り
、
も
っ
と
も
明
断
に
通
貢
容
認
を
主
張
し
て
い
る
議
論
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
陳
慧
典
の
「
駅
倭
議
」
で
あ
る
。
陳
誌
典
は
、
崩

277 

江
嘉
興
府
秀
水
牒
の
人
、

一
五
九
二
(
蔦
暦
二
十
)
年
の
進
士
。
翰
林
院
庶
士
口
士
・
編
修
を
歴
任
し
た
が
、

や
が
て
故
郷
に
蹄
り
著
述
に
専
念
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(

お

)

(

幻

)

し
た
。
「
駅
倭
議
」
は
、
彼
が
翰
林
院
庶
吉
士
で
あ
っ
た
一
五
九
三
年
末
ご
ろ
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
る
。

陳
諜
典
は
ま
ず
、
夷
秋
を
統
御
す
る
に
は
禽
獣
と
同
じ
よ
う
に
、
適
切
に
駅
す
れ
ば
馴
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。
「
倭
を
駁
す
る
も
ま

た
か
く
の
若
き
の
み
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
朝
廷
内
外
の
議
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
封
貢
反
封
論
一
色
で
あ
っ
た
。
陳
諜
典
は
彼
ら
の

主
張
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

貢
す
れ
ば
則
ち
市
賞
を
聞
き
、
大
い
に
裕
戴
の
金
銭
を
費
や
し
、
ま
た
中
固
に
一
款
虜
を
増
さ
ん
。
何
を
も
っ
て
か
支
え
ん
。
貢
す
れ
ば

則
ち
必
ず
寧
波
の
故
這
に
循
い
、
准
揚
よ
り
曾
通
に
入
り
、
内
地
の
い
原
賓
を
窺
見
せ
ん
。
慎
し
拝
起
せ
ば
、
何
を
も
っ
て
か
禦
が
ん
。
貢

す
れ
ば
則
ち
必
ず
海
禁
は
弛
み
、
好
民
大
滑
は
、
物
を
閑
出
し
て
交
通
勾
引
せ
ん
。
十
勾
も
宋
素
卿
・
王
直
の
輩
あ
ら
ば
、
何
を
も
っ
て

か
防
範
せ
ん
。
こ
れ
貢
の
可
な
ら
ざ
る
な
り
。

つ
ま
り
日
本
と
の
通
貢
を
許
せ
ば
、
①
モ
ン
ゴ
ル
と
の
朝
貢
や
互
市
と
同
じ
よ
う
に
多
大
の
経
済
的
損
失
を
も
た
ら
し
、
②
寧
波
か
ら
大
運
河

。。

沿
線
に
い
た
る
朝
貢
ル
ー
ト
の
治
安
悪
化
を
招
き
、
③
海
禁
が
弛
緩
し
、
か
つ
て
の
宋
素
卿
・
王
直
の
よ
う
な
密
貿
易
者
や
海
賊
が
現
れ
か
ね

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
陳
隷
典
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
誠
に
そ
の
要
領
を
得
れ
ば
、
即
ち
貢
も
ま
た
許
す
べ
く
、
:
:
:
誠
に
そ
の
要
領
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
封

も
且
つ
害
あ
り
」
、

つ
ま
り
ポ
イ
ン
ト
さ
え
押
さ
え
れ
ば
、
冊
封
は
も
と
よ
り
通
貢
も
問
題
な
く
、
ポ
イ
ン
ト
を
外
せ
ば
、
通
貢
ど
こ
ろ
か
冊

封
も
有
害
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
上
記
の
よ
う
な
通
貢
批
判
論
に
封
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

虜
は
遣
を
環
り
て
九
あ
り
、
市
賞
も
ま
た
遣
を
環
り
て
九
あ
り
。
倭
は
即
し
市
を
輿
う
る
も
、
一
市
舶
を
修
復
す
る
に
過
ぎ
ず
。
況
や
虜

か

ね

か

ね

ゆ

た

は
吾
が
触
を
利
と
す
る
に
、
倭
は
金
に
鏡
か
に
し
て
、
責
る
所
の
漢
物
は
縮
紫
な
り
。
何
ぞ
大
費
な
ら
ん
や
。
寧
波
の
遁
は
、
組
宗
の
朝

か

さ

も

は

か

り

が

た

さ

に
累
ね
て
こ
れ
を
行
い
、
即
ち
琉
球
の
諸
使
も
、
畳
に
他
途
に
由
り
出
で
ん
や
。
有
し
巨
測
を
慮
ら
ば
、
虜
の
遣
に
貢
市
す
る
例
の
如

よ

く
、
宴
賞
は
み
な
海
上
に
従
ら
ば
、
こ
れ
を
行
う
も
患
な
か
ら
ん
。
海
禁
は
密
な
り
と
難
も
、
然
る
に
海
舶
は
何
ぞ
嘗
て
往
来
せ
ざ
ら
ん
。

も

お

か

吾
の
虐
政
を
も
っ
て
こ
れ
を
駆
迫
せ
ざ
れ
ば
、
誰
か
敢
え
て
妻
子
を
棄
て
墳
墓
を
離
る
者
あ
ら
ん
や
。
即
し
一
一
一
の
法
を
拝
せ
る
盗
魁
あ



ひ
と
り

ら
ば
、
一
の
巡
徴
の
吏
が
巌
訊
す
る
の
み
。

彼
の
主
張
は
次
の
と
お
り
。
①
モ
ン
ゴ
ル
は
長
城
に
沿
っ
た
九
遺
鎮
の
外
側
に
ひ
ろ
く
居
住
し
、
貢
市
も
九
遺
鎮
の
各
地
で
行
わ
ざ
る
を
得
な

ぃ
。
こ
れ
に
封
し
て
日
本
と
の
通
貢
は
、
寧
波
市
舶
司
を
一
箇
所
だ
け
復
活
す
れ
ば
済
む
。
②
物
資
に
乏
し
い
モ
ン
ゴ
ル
は
、
無
用
の
馬
を
持

っ
て
き
で
は
中
園
の
財
貨
を
持
ち
去
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
封
し
、
日
本
は
金
銀
に
富
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
園
の
生
糸
や
織
物
を
買
っ

て
ゆ
く
の
だ
か
ら
、

日
本
と
の
貿
易
は
中
園
に
と
っ
て
も
損
失
に
は
な
ら
な
い
。
③
明
初
か
ら
、
日
本
の
朝
貢
は
寧
波
か
ら
北
京
に
い
た
る

ル
ー
ト
で
行
わ
れ
た
し
、
琉
球
使
節
も
(
杭
州
北
京
間
は
)
こ
の
ル

l
ト
を
利
用
し
て
い
る
。
も
し
朝
貢
使
節
の
通
過
に
と
も
な
う
治
安
悪
化

を
恐
れ
る
な
ら
ば
、
北
京
で
は
な
く
海
際
で
使
笥
を
接
待
し
て
蹄
す
と
い
う
手
も
あ
る
。
④
さ
ら
に
現
買
に
は
、
日
本
に
朝
貢
を
許
す
ま
で
も

な
く
、
今
で
も
多
く
の
商
船
が
海
禁
を
破
っ
て
日
本
に
渡
航
し
て
い
る
。
苛
酷
な
政
治
が
な
け
れ
ば
密
航
者
は
減
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
で
も

法
を
犯
す
者
は
巡
察
官
が
最
し
く
取
り
締
ま
れ
ば
よ
い
。

多
く
の
通
貢
反
封
論
者
が
、

モ
ン
ゴ
ル
と
の
朝
貢
や
互
市
と
、

日
本
と
の
海
上
貿
易
を
同
一
の
丈
脈
で
と
ら
え
て
、
経
済
的
損
失
・
貿
易

ル
ー
ト
の
治
安
悪
化
・
密
貿
易
の
撮
大
な
ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
し
た
の
に
封
し
、
陳
諮
典
は
日
本
と
の
海
上
貿
易
は
中
園
側
に
も
大
き
な

利
盆
を
も
た
ら
す
こ
と
、
そ
し
て
現
賓
に
、
多
数
の
華
人
海
商
が
海
禁
を
無
視
し
て
日
本
に
渡
航
し
て
い
る
こ
と
を
明
快
に
指
摘
し
て
い
る
。

か
ね

ま
た
彼
は
別
の
丈
章
に
お
い
て
も
、
「
款
市
よ
り
以
来
、
中
園
の
錦
、
歳
ご
と
に
虜
中
に
費
や
す
は
幾
百
高
、
こ
れ
を
積
む
こ
と
二
十
鈴
年
に

(
お
)

し
て
、
二
千
寓
を
下
ら
ず
。
こ
の
二
千
高
は
、
往
き
て
返
ら
、
さ
る
こ
と
、
尾
聞
に
蹄
す
る
が
如
く
、
ま
た
内
地
に
流
注
せ
ず
」
と
述
べ
て
お
り
、

毎
年
数
百
高
雨
の
銀
が
北
遺
貿
易
に
よ
り
モ
ン
ゴ
ル
に
流
出
し
て
戻
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
(
貫
際
に
は
モ
ン
ゴ
ル
と
の
貿
易
や
北
遣
の
軍

費
の
た
め
固
庫
か
ら
支
出
さ
れ
た
銀
は
、
大
部
分
が
中
園
商
品
や
軍
需
品
の
購
入
に
充
て
ら
れ
、
中
園
内
地
に
還
流
し
て
い
た
。
と
は
い
え
束

南
沿
海
か
ら
流
入
し
た
膨
大
な
海
外
銀
の
相
首
量
が
、
租
税
と
し
て
園
家
に
吸
牧
さ
れ
、
そ
の
大
部
分
が
北
遣
に
投
入
さ
れ
る
と
い
う
全
瞳
構

(

刊

日

)

遣
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
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(
2
)
内
閣
中
書
超
士
禎
の
通
貢
容
認
論
(
一
五
九
四
年
三
月
七
H
)

一
五
九
四
年
二
月
、
沈
惟
敬
が
秀
吉
の
「
降
表
」
を
も
た
ら
す
と
、
石
星
や
顧
養
謙
は
そ
れ
に
よ
っ
て
秀
吉
の
珊
封
を
進
め
よ
う
と
し
た
。

(
初
)

し
か
し
二
月
二
十
七
日
に
聞
か
れ
た
九
卿
・
科
道
曾
議
で
も
、
封
貢
政
策
へ
の
賛
成
は
得
ら
れ
ず
、
そ
の
後
は
科
遁
官
を
中
心
に
、
封
貢
反
封

論
が
激
化
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
賦
況
下
で
、
三
月
七
日
に
は
内
閣
中
書
の
超
士
棋
が
上
奏
し
、
濁
自
の
議
論
を
展
開
し
た
。

超
士
禎
は
斯
江
温
州
府
梁
清
牒
の
人
。
国
子
監
生
か
ら
鴻
腫
寺
主
簿
を
経
て
内
閣
中
書
に
任
じ
ら
れ
た
。
彼
は
進
士
出
身
の
エ
リ
ー
ト
官
僚

で
は
な
く
、
い
わ
ば
内
閣
の
書
記
官
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
温
州
出
身
の
た
め
も
あ
っ
て
倭
冠
封
策
に
精
し
く
、
朝
鮮
に
お
け
る
軍
事
情
勢
に

(
況
)

も
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
日
本
式
鍛
砲
に
針
抗
す
る
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
西
ア
ジ
ア
の
銭
砲
技
術
を
紹
介
し
た

『
一
利
器
譜
』
(

六
O
三
[
寓
暦
三
十
一
]
年
完
成
)
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
上
奏
は
、
朝
鮮
救
援
策
に
闘
す
る
彼
の
議
論
を
ま
と
め
て

(
沼
)

刊
行
し
た
、
『
束
事
剰
言
」
(
一
五
九
四
年
七
月
序
刊
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
上
奏
の
前
竿
は
、
主
と
し
て
軍
事
戦
略
に
閲
す
る
提
言
で
あ
り
、

日
本
の
侵
攻
を
防
ぐ
に
は
、
南
方
で
は
海
戦
で
、
北
方
で
は
騎
兵
よ

120 

り
も
歩
兵
を
中
心
に
、
火
器
を
活
用
し
て
攻
撃
す
べ
き
だ
と
説
く
。
そ
し
て
後
半
で
は
、
ま
ず
封
貢
政
策
を
進
め
よ
う
と
す
る
石
星
や
宋
庭
昌

を
、
「
円
島
創
部
に
し
て
、
十
れ
が
は
久
し
く
乱
れ
、
奥
に
語
る
に
必
せ
ず
」
と
非
難
し
て
お
り
、
こ
こ
だ
け
謹
め
ば
、
彼
も
強
硬
な
封
貢
反
封

(
お
)

論
者
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
彼
は
績
い
て
、
次
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
。

北
虜
は
近
塞
に
住
牧
し
、
朝
に
護
せ
ば
夕
べ
に
は
至
る
べ
し
。
年
限
を
も
っ
て
限
り
難
く
、
数
を
も
っ
て
教
え
難
し
。
雲
屯
鳥
集
し
て
来

や
せ
お
と
ろ
え

た
り
、
隼
啄
獣
撞
し
て
去
る
。
直
吉
胤
垂
艶
た
る
馬
を
も
っ
て
、
我
が
金
給
と
易
、
っ
。
そ
の
他
の
隠
繭
は
論
ぜ
ざ
る
も
、
即
ち
開
市
の
一
事

は
、
ま
た
中
園
の
財
を
消
耗
す
る
に
足
ら
ん
。
倭
の
若
き
は
則
ち
然
ら
ず
。
航
海
し
て
来
た
り
、
風
の
便
な
ら
ば
二
十
絵
日
、
便
な
ら
ざ

れ
ば
月
能
。
或
い
は
限
る
に
五
年
を
も
っ
て
し
、
或
い
は
限
る
に
三
年
を
も
っ
て
し
、
或
い
は
定
め
る
に
十
船
を
も
っ
て
し
、
或
い
は
五

船
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
則
ち
年
限
と
人
数
は
、
我
は
こ
れ
を
制
す
を
得
、
彼
も
ま
た
過
増
す
る
を
得
ず
。



長
城
線
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
と
の
交
易
は
、
統
制
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
不
等
憤
交
易
に
よ
っ
て
中
園
の
財
貨
が
北
方
に
流
出
し
て
ゆ
く
。
し

か
し
日
本
と
の
海
上
交
易
で
は
、
容
易
に
年
限
や
人
数
を
制
限
し
、
統
制
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
超
士
棋
は
、
経
略
顧
養
謙
に
命
じ
て
、
積
極
的
に
日
本
を
征
討
す
る
と
い
う
策
も
あ
る
が
、
も
し
秀
吉
の
冊
封
を
許
す
の
で
あ
れ
ば
、

朝
鮮
侵
略
と
い
う
「
犬
羊
の
常
に
惇
り
理
を
乱
せ
る
事
」
は
ひ
と
ま
ず
許
し
、
通
貢
を
認
め
て
も
よ
い
と
主
張
す
る
。

貢
を
受
く
る
の
後
、
能
く
遠
海
の
備
を
修
め
、
虜
に
款
し
て
戦
を
忘
る
の
故
轍
を
踏
む
こ
と
な
く
ば
、
数
十
年
の
無
事
を
保
つ
べ
し
。
そ

の
入
貢
す
る
に
は
、
能
く
そ
の
敢
え
て
恋
惟
牌
院
し
、
人
民
を
凌
虐
す
る
こ
と
を
禁
ず
べ
し
。
そ
の
去
る
や
、
能
く
こ
れ
を
約
束
し
、
横

行
割
掠
し
て
瀕
海
の
患
と
な
る
を
致
さ
ざ
ら
し
め
、
更
に
北
虜
の
増
賞
要
挟
の
弊
を
踏
ま
ざ
れ
。

彼
は
隆
慶
和
議
が
北
違
防
衛
の
弛
緩
と
財
政
負
捨
を
招
い
た
こ
と
を
教
訓
と
し
、
沿
海
の
防
備
を
固
め
、
朝
貢
使
節
を
m
厳
格
に
監
督
す
れ
ば
、

日
本
に
通
貢
を
許
し
て
も
よ
い
と
説
く
の
で
あ
る
。

一
一
月
二
十
七
日
の
九
卿
科
道
合
議
以
降
、
朝
廷
で
は
秀
吉
の
冊
封
と
通
貢
再
聞
に
反
封
す
る
上
奏
が
あ
い
つ
い
で
い
た
。
越
士
禎
の
上
奏
は
、

石
星
の
講
和
政
策
は
強
く
批
判
し
な
が
ら
、
賓
質
的
に
は
、
顧
養
諌
が
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
封
貢
政
策
を
援
護
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
上
奏
は
、
無
名
の
内
閣
書
記
官
の
提
言
と
し
て
、
「
兵
部
知
道
せ
よ
」
と
い
う
一
片
の
聖
旨
で
片
づ
け
ら
れ
、
朝
廷
で
員
創
に
検
討
さ
れ

た
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
一
一
一
月
二
十
四
日
に
は
、
顧
養
謙
が
上
奏
し
、
「
倭
の
貢
市
に
は
、
賞
費
は
幾
ば
く
も
な
く
し
て
、
我
は
厚
く
そ
の
利

を
牧
め
、
虜
の
貢
と
は
異
な
れ
り
」
と
、
日
本
と
の
通
貢
は
モ
ン
ゴ
ル
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
明
朝
に
と
っ
て
も
利
錠
が
あ
る
と
述
べ
、
日
本

(
泊
)

に
寧
波
ル

l
ト
で
の
通
貢
を
認
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
さ
ら
に
四
月
六
日
に
も
、
顧
養
謙
は
ふ
た
た
び
上
奏
し
、
日
本
が
朝
鮮
か
ら
完
全
撤

(
お
)

退
す
る
こ
と
を
候
件
に
、
秀
吉
を
冊
封
し
て
通
貢
を
許
す
こ
と
を
提
議
し
た
の
で
あ
る
。

顧
養
謙
の
上
奏
を
、
つ
け
て
、
四
月
二
十
八
日
に
は
九
卿
・
科
道
命
日
議
が
聞
か
れ
た
。
し
か
し
こ
の
舎
議
で
も
封
貢
反
封
論
が
大
勢
を
占
め
、

(
お
)

五
月
に
入
る
と
一
噛
建
巡
撫
の
許
字
遠
・
遼
東
巡
撫
の
韓
取
善
も
上
奏
し
て
秀
吉
の
冊
封
に
反
針
し
た
。
内
外
か
ら
の
反
封
論
を
、
つ
け
て
、
顧
養

す

べ

さ

謙
や
石
星
も
、
加
封
政
策
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
神
宗
も
、
「
這
の
封
貢
は
、
都
て
罷
め
着
せ
よ
」
と
、
冊
封
・
通
貢
の
聾
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(
訂
)

方
を
中
止
す
る
こ
と
を
命
じ
、
講
和
問
題
は
ま
っ
た
く
の
白
紙
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四

内
閣
大
皐
士
張
位
の
封
日
「
往
市
」
案

五
月
上
旬
に
紳
宗
が
封
貢
政
策
の
中
止
を
命
じ
て
ま
も
な
く
、
五
月
十
四
日
に
は
通
貢
反
封
論
者
の
沈
一
貫
が
内
閣
に
入
っ
た
。
ま
た
七
月

(
お
)

に
は
、
顧
養
諌
が
封
貢
政
策
の
失
敗
の
責
任
を
と
っ
て
経
略
を
辞
任
し
、
通
貢
反
封
一
淑
で
あ
っ
た
孫
鍍
が
、
新
た
に
一
経
略
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ

う
し
て
趨
志
皐
と
石
星
を
中
心
と
す
る
講
和
推
進
抵
は
、
打
つ
手
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
封
貢
反
釘
論
者
に
も
、
事
態
を
打

閲
す
る
具
睦
的
な
方
策
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
賄
で
、
秀
吉
は
な
お
皇
女
の
降
嫁
・
朝
鮮
南
部
の
割
譲
・
日
明
貿
易
の
再
開
を

要
求
し
て
お
り
、
明
朝
で
は
冊
封
も
通
貢
も
認
め
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
講
和
交
渉
は
完
全
に
暗
礁
に
の
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。

一
五
九
四
年
九
月
、
次
輔
大
墜
士
の
張
位
は
、
日
本
へ
の
「
柱
市
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
事
態
の
打
開
を
園
ろ
う
と
し
た
。
張
位

は
一
五
六
八
(
隆
慶
二
)
年
の
進
士
、

(
却
)

た
。
彼
の
封
貢
問
題
に
封
す
る
ス
タ
ン
ス
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
元
来
は
石
星
や
顧
養
謙
と
と
も
に
封
貢
を
認
め
る
立
場
に
あ
っ
た

(
剖
)

ょ
う
で
あ
る
。
し
か
し
九
月
上
旬
、
張
位
は
紳
宗
に
「
掲
帖
」
を
提
出
し
、
通
貢
再
開
に
か
わ
る
事
態
の
打
開
策
と
し
て
、
華
人
海
商
に
日
本

(
引
)

へ
の
「
往
市
」
を
許
す
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

一
五
九
一
年
に
内
閣
に
入
り
、

し
だ
い
に
老
齢
の
超
志
皐
に
か
わ
っ
て
内
閣
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
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張
位
は
ま
ず
、
「
倭
の
封
を
求
む
る
は
、
何
ぞ
宣
に
空
名
を
園
ら
ん
や
。
終
に
は
貢
を
求
め
ん
が
矯
な
り
。
そ
の
貢
を
求
む
る
は
何
に
因
る

ゃ
。
山
豆
に
異
に
中
国
を
犯
さ
ん
と
す
る
や
。
中
国
の
貨
物
を
利
と
し
て
、
有
無
あ
い
易
え
ん
と
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
」
と
、
日
本
が
冊
封
を

求
め
る
異
意
は
、
中
園
を
侵
犯
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
中
固
と
の
通
貢
を
賓
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
次
の
よ
う
な

「
往
市
」
案
を
、
最
善
の
策
と
し
て
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

前
に
倭
志
の
載
す
所
を
見
る
に
、
か
の
地
に
は
金
銀
を
産
す
る
も
、
金
銀
を
用
い
ず
。
少
く
所
の
者
は
、
中
圃
の
綿
綿
・
器
用
の
諸
物
な

ひ
そ
か

る
の
み
。
今
閏
・
越
の
商
船
は
海
に
販
す
る
も
、
未
だ
嘗
て
禁
絶
せ
ず
。
比
白
な
私
に
行
く
の
み
。
園
家
の
明
ら
か
に
開
市
を
輿
う
に
非



ざ
る
や
。
何
ぞ
小
西
飛
(
内
藤
如
安
)
の
未
だ
到
ら
ず
、
倭
情
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
の
時
に
よ
り
て
、
こ
れ
と
約
し
て
「
汝
人
の
来
貢
す
る

は
矯
す
べ
か
ら
ず
。
我
が
船
の
往
市
し
て
、
兼
ね
て
貢
を
受
く
べ
し
」
と
日
わ
ざ
る
や
。

日
本
で
は
金
銀
が
豊
富
で
、
中
園
産
品
へ
の
需
要
は
高
い
。
か
つ
一
帽
建
や
斯
江
の
商
船
は
、
現
賓
に
は
さ
か
ん
に
日
本
に
密
航
し
て
貿
易
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
認
識
に
立
っ
て
、
張
位
は
日
本
の
通
貢
を
認
め
ず
、

か
わ
り
に
中
国
の
海
商
が
日
本
に
「
往
市
」
す
る
こ
と
を
許
す
べ
き
だ

と
提
案
す
る
。

間
・
術
の
海
上
に
お
い
て
、
商
人
の
身
家
あ
る
者
を
揮
び
て
、
そ
の
船
隻
を
定
め
、

そ
の
人
数
を
定
め
、
そ
の
貨
物
の
等
を
定
め
、
そ
の

去
来
の
期
を
定
め
、
禁
貨
を
私
帯
す
る
を
許
さ
ず
、
非
人
を
私
携
す
る
を
許
さ
ず
。
時
に
臨
み
て
司
遁
・
郡
豚
は
親
し
く
簡
験
を
な
し
、

っ

く

ひ

と

り

開
洋
を
面
看
す
。
回
縛
す
る
に
至
る
に
及
ぴ
て
は
、
蓄
に
の
り
て
細
査
し
、
最
し
く
禁
令
を
矯
り
、
犯
す
者
は
重
治
せ
よ
。
或
い
は
一

お
く

の
佐
武
の
丈
職
を
遣
わ
し
、
紅
を
押
り
て
同
行
せ
し
め
、
倭
に
貢
表
・
方
物
あ
ら
ば
、
即
ち
回
船
を
し
て
帯
時
せ
し
め
、
次
年
に
賞
を
給
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す
。
但
だ
に
財
を
費
や
す
慮
れ
な
き
の
み
な
ら
ず
、
船
の
還
る
毎
に
、
量
り
て
税
金
を
徴
し
、
も
っ
て
海
上
の
軍
銅
に
資
さ
ば
、
ま
た
一

利
な
り
。

斯
江
・
一
耐
建
の
有
力
な
商
人
を
選
び
、
船
敷
・
乗
組
員
数
・
貨
物
・
往
来
の
期
限
を
定
め
、
出
港
・
蹄
港
時
に
は
巌
し
く
検
査
す
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
日
本
か
ら
蹄
航
す
る
商
船
に
、
日
本
の
表
丈
や
朝
貢
品
を
持
ち
蹄
ら
せ
、
日
本
に
渡
航
す
る
商
船
に
回
賜
品
を
届
け
さ
せ
て
も
よ

ぃ
。
さ
ら
に
商
船
か
ら
関
税
を
徴
収
す
れ
ば
、
沿
海
の
軍
費
も
調
達
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

一
五
六

0
年
代
末
(
隆
慶
初
年
)
に
は
、
一
拍
建
津
州
府
海
澄
牒
か
ら
、
民
間
商
船
が
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
す
る
こ
と
が
解

禁
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
商
船
に
は
乗
員
・
貨
物
・
渡
航
地
・
出
入
港
の
時
期
な
ど
を
登
記
し
た
「
丈
引
」
を
護
給
し
、
開
港
時
に
は
閲
税
を
徴

(

日

制

)

取
し
て
一
耐
建
の
軍
費
に
充
嘗
し
た
。
張
位
の
提
案
は
、
こ
う
し
た
民
間
商
船
の
「
往
市
」
を
、
東
南
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
く
日
本
に
も
認
め
る
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と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
明
朝
に
朝
貢
船
を
汲
遣
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
に
封
し
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
中
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園
商
船
の
「
往
市
」
だ
け
を
認
め
、
あ
る
い
は
中
園
商
船
の
貿
易
に
附
随
し
て
朝
貢
を
行
な
う
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。

張
位
の
封
日
「
往
市
」
案
で
は
、

一
五
六

0
年
代
末
か
ら
始
ま
っ
た
幅
建
|
東
南
ア
ジ
ア
聞
の
民
間
貿
易
を
、

日
本
に
も
掻
大
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
。
日
本
銀
と
中
国
商
品
と
の
貿
易
は
、
首
時
の
ア
ジ
ア
海
域
に
お
い
て
最
大
の
利
益
を
も
た
ら
す
カ
ン
ト
リ
ー
・
ト
レ
ー
ド
で
あ

っ
た
。

一
五
七

0
年
代
か
ら
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
マ
カ
オ
長
崎
聞
の
中
継
貿
易
に
よ
っ
て
、
膨
大
な
利
盆
を
牧
め
た
が
、
賓
際
に
は
一
帽
建
や

所
江
の
海
商
も
、

し
ば
し
ば
日
本
渡
航
の
禁
令
を
犯
し
て
九
州
に
来
航
し
て
い
た
。
張
位
は
日
本
の
遁
貢
は
禁
じ
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
華
人

海
商
に
よ
る
日
本
貿
易
を
公
認
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
の
で
あ
る
。

張
位
の
提
言
を
受
け
て
、
九
月
九
日
に
柿
宗
は
兵
部
に
封
し
「
往
市
」
案
の
検
討
を
命
じ
た
。
し
か
し
石
星
は
こ
れ
に
封
し
、
「
貢
を
許
さ

ず
、
但
だ
往
市
を
許
す
は
、
こ
れ
擢
宜
の
策
な
り
。
た
だ
貢
と
市
は
原
と
一
躍
な
り
。
封
貢
を
既
に
罷
め
、
濁
り
往
市
を
許
す
は
、
ま
た
東
南

レ
か
な
る

の
省
直
の
利
害
に
若
何
や
を
知
ら
ず
」
と
、
本
来
「
貢
」
と
「
市
」
は
一
盟
で
あ
り
、
「
柱
市
」
案
は
東
南
諸
省
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す

か
珠
測
し
が
た
い
と
、
否
定
的
な
答
申
を
行
っ
た
。
た
し
か
に
朝
貢
貿
易
瞳
制
の
も
と
で
は
、
「
貢
と
市
は
一
睡
」
、

つ
ま
り
朝
貢
使
節
に
随
行
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空
洞
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
が
、

す
る
商
人
だ
け
に
交
易
を
認
め
る
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
現
賓
に
は
、
十
六
世
紀
末
の
康
東
や
一
帽
建
で
は
、
「
貢
市
一
瞳
」
の
原
則
は

や
は
り
朝
廷
が
公
然
と
「
貢
市
一
程
」
の
原
則
を
放
棄
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
九
月
十
五
日
に
は
兵
科
給
事
中
の
呉
丈
梓
が
上
奏
し
て
、
張
位
の
「
往
市
」
案
を
批
判
し
た
。

ま
ね

嘉
靖
の
問
、
先
に
は
交
市
を
も
っ
て
冠
を
延
き
、
後
に
は
罷
市
を
も
っ
て
久
し
く
安
ん
ず
。
利
害
は
較
然
た
り
。
乃
ち
今
こ
れ
を
駆
り
て

異
域
に
市
せ
し
む
れ
ば
、
良
民
は
決
し
て
去
く
を
肯
ん
ぜ
ず
、
好
民
は
こ
れ
を
利
と
し
て
、
因
り
て
勾
引
し
て
乱
を
刀
口
か
ん
。
正
直
の
覆

轍
は
塁
る
べ
し
。
夷
よ
り
華
に
貢
す
れ
ば
、
そ
の
隼
は
我
に
あ
る
も
、
ヨ
一
口
者
は
な
お
中
園
の
踊
た
る
を
恐
る
。
若
し
往
市
せ
し
む
れ
ば
、

(
叫
)

こ
れ
は
中
園
を
翠
げ
て
外
夷
に
奉
じ
、
園
躍
の
存
す
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。

日
本
へ
の
「
往
市
」
を
許
せ
ば
、
王
直
の
よ
う
な
倭
冠
勢
力
の
再
来
を
招
き
か
ね
ず
、
さ
ら
に
は
華
夷
秩
序
に
も
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
に
と
っ
て
、
封
日
貿
易
に
よ
る
利
盆
は
覗
野
の
外
に
あ
っ
た
。



結
果
と
し
て
は
、
張
位
の
「
往
市
」
案
は
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。
九
月
十
二
日
、
朝
鮮
園
王
の
使
者
が
上
奏
し
て
秀
吉
の
冊
封
を
求
め
た
こ

と
を
機
に
、
神
宗
は
ふ
た
た
び
珊
封
政
策
の
検
討
を
命
じ
、
最
終
的
に
は
十
二
月
二
十
日
に
朝
廷
で
内
藤
如
安
の
審
聞
が
行
わ
れ
、
日
本
軍
が

全
面
撤
退
し
、
冊
封
の
ほ
か
に
通
貢
を
求
め
ず
、
朝
鮮
を
二
度
と
侵
略
し
な
い
こ
と
を
候
件
に
、
秀
吉
の
加
封
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五

斯
江
官
僚
と
封
日
通
貢
問
題
|
|
「
西
北
の
互
市
」
と
「
束
南
の
海
市
」
|
|

日
明
講
和
交
渉
の
過
程
で
、

日
本
の
通
貢
再
開
は
、

一
九
五
四
年
五
月
に
柿
宗
が
封
貢
政
策
の
中
止
を
命
じ
て
か
ら
、
二
度
と
浮
上
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
同
年
九
月
の
張
位
に
よ
る
封
日
「
往
市
」
案
も
、
結
局
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。
明
朝
が
隆
慶
和
議
に
お
い
て
モ
ン
ゴ
ル
と

一
五
六

0
年
代
に
東
南
沿
海
の
海
防
が
強
化
さ
れ
、

の
交
易
を
公
認
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
と
の
交
易
を
否
定
し
績
け
た
背
景
に
は
、

倭
冠
活
動
が
か
な
り
沈
静
化
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
論
者
は
封
日
貿
易
の
再
開
に
よ
っ
て
、
寝
た
子
を
起
こ
す
こ
と
を
恐
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

モ
ン
ゴ
ル
と
日
本
に
封
す
る
政
策
決
定
の
違
い
に
は
、
首
時
の
朝
廷
に
お
け
る
具
瞳
的
な
政
治
朕
況
、
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特
に
政
策
捨
賞
者
た
ち
の
地
域
的
・
童
…
抵
的
利
害
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

小
野
和
子
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
張
居
正
と
協
力
し
て
モ
ン
ゴ
ル
と
の
隆
慶
和
議
を
主
導
し
た
の
は
、
官
一
大
徳
督
王
崇
古
・
吏
部
侍
郎
張
回

維
な
ど
の
、
山
西
商
人
の
家
に
生
ま
れ
た
官
僚
た
ち
で
あ
っ
た
。
隆
慶
和
議
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
と
の
園
境
貿
易
が
開
始
さ
れ
る
と
、
園
家
財

政
か
ら
膨
大
な
銀
が
モ
ン
ゴ
ル
貿
易
の
た
め
支
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
中
園
商
品
の
購
入
に
充
て
ら
れ
て
内
地
に
還
流
し
た
の
で
、
長

(
羽
)

城
線
に
沿
っ
て
大
き
な
交
易
市
場
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
西
商
人
は
こ
の
圃
境
貿
易
に
よ
っ
て
、
多
大
な
利
益
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
釘
し
一
五
九

0
年
代
に
、
秀
吉
の
冊
封
と
通
貢
再
開
に
よ
る
釘
日
講
和
政
策
を
主
導
し
た
官
僚
に
は
、
市
川
江
出
身
者
が
多
か
っ
た
。

秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
始
ま
る
と
、
朝
廷
で
は
兵
部
尚
書
石
星
・
首
輔
大
皐
士
越
志
皐
を
中
心
に
救
援
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、
朝
鮮
で
は
経
略
宋

鷹
昌
が
救
援
作
戦
を
統
括
し
、
参
謀
(
賛
書
一
)
の
劉
黄
裳
・
哀
黄
が
そ
れ
を
補
佐
し
、
沈
惟
敬
が
賓
際
の
釘
日
交
渉
に
首
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

285 

そ
し
て
彼
ら
の
う
ち
、
石
星
は
北
直
隷
大
名
府
の
、
劉
黄
裳
は
河
南
光
州
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
は
越
志
皐
が
金
華
府
蘭
渓
牒
、
宋
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鷹
昌
が
杭
州
府
仁
和
解
、
哀
黄
が
嘉
興
府
嘉
善
牒
、
沈
惟
敬
が
嘉
興
府
平
湖
牒
と
、

い
ず
れ
も
湖
江
の
出
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
周
知

の
よ
う
に
、
明
朝
の
朝
鮮
救
援
軍
白
睡
も
、
李
如
松
の
率
い
る
遼
東
将
兵
(
北
兵
)
と
、
倭
冠
針
策
に
習
熟
し
た
漸
江
将
兵
(
南
兵
)
か
ら
構

(

円

引

)

成
さ
れ
て
い
た
。
大
型
火
器
を
備
え
た
斯
江
将
兵
は
、
一
五
九
三
年
一
月
の
平
壌
の
奪
回
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
も
功
績
が
大
き
か
っ
た
。

ひ
そ

そ
し
て
碧
蹄
館
の
戦
い
の
後
は
、
「
(
宋
)
麿
昌
は
こ
れ
に
由
り
て
試
を
奪
い
、
(
石
)
星
と
封
貢
の
議
を
定
め
、
(
沈
)
惟
敬
を
し
て
陰
か
に

(
必
)

行
長
と
許
さ
し
め
、
大
向
学
士
の
超
志
皐
は
内
に
お
い
て
主
る
」
と
、
朝
廷
の
超
志
皐
・
石
星
と
、
朝
鮮
の
宋
鷹
昌
・
沈
惟
敬
が
連
携
し
て
、
日

本
側
の
小
西
行
長
と
も
気
脈
を
通
じ
な
が
ら
、
講
和
交
渉
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
の
ち
一
五
九
六
年
四
月
、
珊
封
正
使
李
宗
城
の
逃
亡

が
護
貸
す
る
と
、
朝
廷
で
は
趨
志
皐
と
石
星
が
進
め
て
き
た
講
和
政
策
に
封
す
る
批
判
が
噴
出
す
る
。
た
と
え
ば
同
年
五
月
に
は
、
監
察
御
史

み
か
ど

周
孔
教
が
上
奏
し
、
「
束
事
の
始
め
、
志
皐
は
宗
一
吐
の
大
計
を
顧
み
ず
、
私
交
に
曲
呪
し
、
同
郷
の
宋
麿
星
を
引
き
て
、
幾
ん
ど
乃
公
の
事
を

敗
ら
ん
と
す
。
:
:
:
宋
麿
星
は
、
通
園
み
な
用
、
っ
べ
か
ら
ず
と
日
う
も
、
志
皐
は
濁
り
用
う
べ
き
と
日
う
。
東
倭
は
通
園
み
な
封
、
ず
べ
か
ら
ず

(
叩
)

と
日
う
も
、
志
皐
は
濁
り
封
ず
べ
き
と
日
う
」
と
、
か
つ
て
超
士
皐
が
同
郷
の
宋
麿
星
を
経
略
に
起
用
し
、
秀
吉
の
冊
封
を
主
導
し
て
き
た
こ

(
日
)

と
を
糾
弾
し
て
い
る
。
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た
だ
し
山
西
官
僚
が
お
お
む
ね
一
致
し
て
隆
慶
和
議
を
推
進
し
た
の
と
は
異
な
り
、
所
江
出
身
の
官
僚
た
ち
の
立
場
は
よ
り
複
雑
で
あ
っ
た
。

特
に
一
五
九
四
年
五
月
、
石
星
と
顧
養
謙
に
よ
る
封
貢
政
策
が
挫
折
し
た
時
貼
で
内
閣
に
入
っ
た
沈
一
貫
は
、
前
述
の
よ
う
に
寧
波
出
身
者
と

し
て
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
通
貢
再
開
に
強
く
反
封
し
て
い
た
。
ま
た
同
年
七
月
に
顧
養
謙
に
か
わ
っ
て
経
略
と
な
っ
た
孫
鍍
も
、
寧
波
に
隣

(
臼
)

接
す
る
紹
興
府
飴
挑
牒
の
出
身
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
沈
一
貫
と
と
も
に
寧
波
ル

l
ト
で
の
通
貢
再
開
に
強
く
反
封
し
て
い
た
。
さ
ら
に
一
五
九

(
日
)

六
年
五
月
に
は
、
嘉
興
出
身
の
岳
元
聾
が
上
奏
し
て
石
星
の
冊
封
政
策
を
激
し
く
糾
弾
し
、
超
志
皐
の
怒
り
を
買
っ
て
革
職
さ
れ
、
そ
の
直
後

の
九
卿
・
科
這
合
議
で
も
、
や
は
り
嘉
興
出
身
の
沈
思
孝
が
、
冊
封
政
策
批
判
の
急
先
鋒
に
立
っ
て
、
超
志
皐
・
石
星
の
罷
克
を
要
求
し
て
い

る
。
沈
思
孝
・
岳
元
撃
は
、
も
と
も
と
次
輔
大
皐
士
の
張
位
と
近
い
闘
係
に
あ
り
、
超
志
皐
に
封
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
超
志

皐
・
石
星
の
弾
劾
に
は
、
こ
う
し
た
政
治
的
立
場
が
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。



こ
の
よ
う
に
漸
江
出
身
の
官
僚
と
い
っ
て
も
、
出
身
地
域
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
政
治
的
黛
祇
や
人
脈
に
よ
っ
て
、
封
貢
問
題
に
封
す
る
ス

タ
ン
ス
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
少
な
く
と
も
、
超
志
皐
や
宋
鷹
昌
を
は
じ
め
と
す
る
漸
江
出
身
者
が
、
政
権
中
植
と
朝
鮮
に
お
い
て
、

封
日
講
和
交
渉
を
主
導
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
隆
慶
和
議
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
越
志
皐
は
張
居
正
に
、
宋
磨
昌
は
宣
大
総
督
王
崇
古

に
相
官
す
る
。
し
か
し
超
志
皐
は
、
張
居
正
に
く
ら
べ
れ
ば
明
ら
か
に
非
力
で
あ
り
、
朝
廷
に
お
け
る
封
貢
反
封
論
を
抑
え
こ
む
こ
と
が
で
き

日
本
の
侵
略
性
・
暴
力
性
に
封
す
る
警
戒
感
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の

論
者
は
、
封
日
貿
易
の
再
開
は
、
東
南
沿
海
の
秩
序
を
撹
乱
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
と
の
園
境
貿
易
と
同
様
に
、
不
等
債
交
易
に
よ

な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
反
封
論
の
論
擦
に
は
、

る
財
政
負
捨
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
い
う
固
定
観
念
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
北
遣
で
の
園
境
貿
易
と
、
東
南
沿
海
で
の
海
上
貿
易
を
同
一
頑
す
る
通
念
を
、
き
わ
め
て
明
快
に
批
判
し
た
議
論
と
し
て
、
小

(
日
)

野
和
子
氏
も
紹
介
す
る
、
張
瀦
『
松
宮
図
夢
語
」
の
「
商
買
紀
」
を
琴
、
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
張
輸
は
宋
麿
昌
と
同
郷
の
杭
州
府
仁
和
解
の
人
。

組
父
は
も
と
酒
造
業
か
ら
絹
織
物
業
に
轄
じ
、
一
吉
室
の
織
機
か
ら
事
業
を
横
大
し
て
巨
富
を
築
い
た
と
い
う
。

一
五
三
五
(
嘉
靖
十
四
)
年
に

(
日
)

進
士
と
な
り
、
快
西
巡
撫
・
雨
麿
線
督
な
ど
を
経
て
吏
部
尚
書
に
い
た
り
、
日
明
講
和
交
渉
の
さ
な
か
の
一
五
九
五
年
に
浸
し
た
。

張
織
に
よ
れ
ば
、
「
西
北
の
互
市
」
と
「
東
南
の
海
市
」
は
、
国
家
財
政
や
民
間
経
済
に
封
す
る
利
害
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
彼
は
ま
ず

ゅ

「
西
北
の
互
市
」
に
つ
い
て
、
「
た
だ
佳
ロ
る
に
金
吊
を
も
っ
て
し
、
こ
の
金
は
一
た
び
去
れ
ば
返
ら
ず
し
て
虜
に
之
く
。
中
園
の
衣
る
所
の
吊

つ
り
あ

を
も
っ
て
、
無
用
の
鷲
胎
に
易
る
や
、
敵
わ
さ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
」
と
述
べ
、
そ
れ
が
中
園
の
財
貨
と
モ
ン
ゴ
ル
の
無
用
な
馬
と
の
不
等

債
交
換
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
今
や
園
家
は
司
農
の
格
戒
を
掲
く
す
こ
と
歳
ご
と
に
百
徐
高
、
な
お
苛
求
を
克
れ
ず
」

と
、
戸
部
の
太
倉
庫
か
ら
は
毎
年
百
寓
雨
以
上
の
銀
が
支
出
さ
れ
、
そ
の
負
捨
は
人
民
に
蒋
嫁
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
封
し
て
、
「
東
南
の
海
市
」
の
も
つ
意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

そ
れ
東
南
の
諸
夷
の
若
き
は
、
我
が
中
園
の
貨
を
利
と
す
る
こ
と
、
な
お
中
園
の
彼
夷
の
貨
を
利
と
す
る
が
ご
と
し
。
有
す
る
所
を
無
き
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所
に
易
う
る
は
、
即
ち
中
園
の
交
易
の
音
山
た
り
。
且
つ
入
貢
を
名
と
潟
さ
ば
、
則
ち
中
園
の
瞳
は
愈
よ
隼
く
、
四
夷
の
情
は
愈
よ
順
う
。
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即
え
往
を
厚
く
し
来
を
薄
く
す
る
と
も
、
費
や
す
所
は
互
市
の
高
一
に
も
首
た
ら
ず
。
況
や
そ
の
心
は
交
易
を
利
と
し
、
頒
賜
を
利
と
せ

ず
。
貢
は
厚
く
賓
は
薄
き
と
難
も
、
彼
は
ま
た
甘
心
し
、
ま
た
富
を
民
に
戒
す
べ
し
。

「
東
南
の
海
市
」
で
は
、
中
固
と
海
外
諸
園
が
隻
方
の
商
品
を
求
め
る
と
い
う
互
恵
的
な
閲
係
に
あ
る
。
朝
貢
と
い
う
形
式
を
と
れ
ば
中
華
秩

序
に
も
か
な
う
し
、
さ
ら
に
民
間
経
済
に
も
有
盆
な
の
で
あ
る
。

お
も

余
以
え
ら
く
、
海
市
一
た
び
通
ず
れ
ば
、
則
ち
鯨
鋭
は
自
ず
か
ら
息
み
、
必
ず
や
虜
情
の
料
り
難
き
が
若
く
な
ら
ざ
ら
ん
。
且
つ
互
市
の

輸
す
る
所
は
、
皆
な
国
家
の
帯
戒
に
し
て
、
即
ち
閏
閣
の
脂
膏
な
り
。
海
市
の
易
、
つ
所
は
、
山
首
な
民
聞
の
財
貨
に
し
て
、
園
計
に
妨
げ
な

し
。
互
市
は
損
あ
り
て
得
る
な
く
、
海
市
は
利
あ
り
て
害
な
し
。

海
上
貿
易
が
行
わ
れ
れ
ば
、
密
貿
易
や
海
賊
が
沈
静
化
し
、
む
し
ろ
沿
海
秩
序
は
安
定
す
る
。
さ
ら
に
モ
ン
ゴ
ル
と
の
互
市
が
、
園
出
家
財
政
に

多
大
な
負
捨
を
輿
え
て
い
る
の
に
封
し
、
東
南
の
海
上
貿
易
は
民
間
ベ

l
ス
で
行
わ
れ
、
国
家
財
政
を
害
す
る
こ
と
は
な
い
。
利
害
関
係
は
き

西
北
部
の
陳
西
・
山
西
、
東
南
部
の
一
柚
建
・
唐
束
な
ど
の
高
官
を
歴
任
し
た
張
瀦
は
、
科
道
官
な
ど
の
多
分
に
観
念
的
な
正
論
と
は
異
な
り
、
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わ
め
て
明
白
な
の
で
あ
る
。

「
西
北
の
互
市
」
と
「
東
南
の
海
市
」
の
経
済
的
救
果
の
遣
い
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
さ
ら
に
杭
州
の
織
物
業
者
の
家
に
生
ま
れ
た
張
繍

は
、
海
外
貿
易
が
い
か
に
中
国
産
品
の
市
場
を
掻
大
し
、
東
南
中
園
の
経
済
を
活
性
化
す
る
か
も
熟
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
蔦
暦
初
年
、
張

居
正
政
権
下
で
内
閣
や
六
部
の
要
職
を
山
西
系
官
僚
が
占
め
る
な
か
で
、
張
翰
は
吏
部
尚
書
の
要
職
に
あ
っ
た
。
「
東
南
の
海
市
」
の
メ
リ
ッ

ト
を
強
調
す
る
張
翰
の
議
論
は
、
昔
時
の
朝
廷
に
お
い
て
、
高
山
江
官
僚
を
代
表
し
て
い
た
彼
の
政
治
的
立
場
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
な
お
彼

の
い
う
「
東
南
の
海
市
」
と
は
、
且
ハ
瞳
的
に
は
一
帽
建
・
唐
束
で
の
海
上
貿
易
を
指
す
と
思
わ
れ
、
必
ず
し
も
封
日
貿
易
の
再
聞
を
提
言
し
て
い

(
同
)

る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
「
西
北
の
互
市
」
と
「
東
南
の
海
市
」
を
明
快
に
封
比
す
る
彼
の
議
論
の
基
調
は
、
そ
の
後
の
陳
誌
典
や
超
士

顧
の
論
調
に
も
通
底
し
て
い
る
。
彼
ら
が
い
ず
れ
も
斯
江
の
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
日
本
の
通
貢
再
聞
が
賓
現
し
た
と
す
れ
ば
、
所
江
や
江
南
の
商
人
は
最
大
の
受
益
者
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
十
六
世
紀
後
半
に
は
、



一
帽
建
商
人
は
淳
州
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
渡
航
し
、
一
民
東
商
人
は
慶
州
や
マ
カ
オ
で
の
互
市
に
よ
っ
て
、
海
外
貿
易
の
利
益
を
享
受
し
て
い
た
。

こ
れ
に
封

L
、
寧
波
か
ら
の
海
上
貿
易
ル

1
ト
が
閉
ざ
さ
れ
た
江
湖
商
人
は
、
彼
ら
の
後
塵
を
奔
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
江
湖
商
人
に
と
っ

て
、
日
明
貿
易
の
再
聞
に
封
す
る
期
待
が
高
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
だ
し
現
時
賠
で
は
、
封
日
講
和
交
渉
を
主
導
し
た
漸
江
官

僚
が
、
隆
慶
和
議
に
お
け
る
山
西
官
僚
と
山
西
商
人
の
よ
う
に
、
江
漸
商
人
と
直
接
的
な
閲
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
確
認
で
き

な
い
。
ま
た
寧
波
や
紹
興
な
ど
、
湖
東
沿
海
部
出
身
の
高
官
が
、
寧
波
ル

l
ト
に
よ
る
封
日
貿
易
の
再
聞
に
、
む
し
ろ
否
定
的
な
立
場
を
と
っ

た
の
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
生
糸
や
絹
の
一
大
産
地
で
あ
る
斯
西
デ
ル
タ
の
商
人
に
と
っ
て
、
封
日
貿
易
の
再
開
は
莫
大
な
利
盆

を
も
た
ら
し
た
に
遣
い
な
く
、
封
日
講
和
を
主
導
し
た
術
江
官
僚
が
、
彼
ら
と
何
ら
か
の
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
は
想
定
で
き
る
だ

ろ、っ。

お

わ

り

に
ー
ー
束
ア
ジ
ア
「
貢
市
位
制
」
の
形
成
と
封
貢
問
題
|
|
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本
稿
で
は
日
明
講
和
交
渉
に
お
け
る
通
貢
再
開
問
題
を
、
明
朝
の
海
禁
・
朝
貢
シ
ス
テ
ム
が
動
揺
し
、
北
方
遺
境
と
東
南
沿
海
の
讐
方
で
、

朝
貢
・
互
市
・
往
市
な
ど
、
多
様
な
形
態
の
交
易
ル

l
ト
が
成
長
す
る
、
東
ア
ジ
ア
交
易
秩
序
の
饗
動
と
い
う
全
瞳
賦
況
の
な
か
で
再
検
討
し

て
き
た
。
「
朝
貢
」
と
「
海
禁
」
(
陸
上
で
は
「
漫
禁
」
)
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
明
朝
の
海
禁
・
朝
貢
シ
ス
テ
ム
は
、
園
境
を
超
え
た
人
的
移
動
を

制
限
し
、
中
園
周
縁
地
域
の
不
安
定
化
を
防
ぐ
と
い
う
治
安
上
の
意
義
と
と
も
に
、
封
外
貿
易
を
国
家
が
濁
占
的
に
掌
握
す
る
と
い
う
経
済
上

(
四
四
)

の
意
義
も
も
っ
て
い
た
。
朝
貢
貿
易
の
基
軸
は
、
む
ろ
ん
朝
貢
固
に
よ
る
貢
納
と
明
朝
皇
帝
に
よ
る
回
賜
に
あ
っ
た
が
、
貰
際
に
貿
易
品
の
大

部
分
を
占
め
た
の
は
、
む
し
ろ
朝
貢
使
節
や
そ
れ
に
随
行
す
る
商
人
が
持
ち
こ
ん
だ
附
載
商
品
の
交
易
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
附
載
商
品
は
、

(

印

刷

)

明
朝
政
府
が
無
償
で
徴
牧
(
抽
分
)
、
あ
る
い
は
優
先
的
に
購
入
し
た
あ
と
で
、
民
間
商
人
と
の
「
互
市
」
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
朝

貢
な
く
し
て
互
市
な
し
」
、

つ
ま
り
「
貢
・
市
一
瞳
」
が
、
明
朝
の
針
外
貿
易
の
大
原
別
で
あ
っ
た
。

289 

し
か
し
賓
際
に
は
、
「
貢
・
市
一
睡
」
の
原
則
は
、
十
五
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
し
だ
い
に
弛
緩
し
て
く
る
。
慶
束
で
は
な
し
く
ず
し
的
に
朝
貢
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一
五
三

0
年
代
に
は
、
こ
う
し
た
貿
易
船
が
入
港
す
れ
ば
、
貨
物
の
一
部
を
「
抽
分
」
し
た

(
日
)

う
え
で
、
民
間
商
人
と
の
「
互
市
」
を
許
す
こ
と
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
こ
う
し
た
便
宜
的
庭
置
は
、
北
京
を
遠
く
離
れ
た

船
以
外
の
貿
易
船
も
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、

債
東
で
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
北
京
に
近
い
長
城
地
帯
ゃ
、
南
京
や
江
南
に
近
い
斯
江
で
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
「
互
市
」
が
許
さ
れ

な
い
北
遣
や
東
南
沿
海
の
諸
勢
力
は
、
密
貿
易
に
活
路
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
十
六
世
紀
中
葉
の
西
北
遺
境
で
は
、

ア
ル
タ
ン
が
明
朝
と

の
馬
市
を
要
求
す
る
と
と
も
に
軍
事
侵
攻
を
繰
り
返
し
、
同
時
期
の
東
南
沿
海
で
は
、
朱
紘
に
よ
る
密
貿
易
の
強
硬
な
弾
医
が
、
か
え
っ
て
華

人
と
日
本
人
の
密
貿
易
者
や
海
賊
が
一
瞳
化
し
た
、
「
倭
冠
」
の
娼
娠
を
招
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
北
虜
南
倭
」
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
明
朝
も
よ
う
や
く
海
禁
・
朝
貢
シ
ス
テ
ム
の
非
現
賓
性
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

一
五
六

0
年
代
末
に

は
、
民
間
商
船
が
一
噛
建
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
各
地
へ

「
往
市
」
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
、

一
五
七
一
年
に
は
ア
ル
タ
ン
に
朝
貢
貿
易
を
認
め
、
か

つ
長
城
線
に
沿
っ
て
互
市
場
を
聞
き
交
易
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
一
五
七

0
年
代
以
降
、
明
初
以
来
の
朝
貢
貿
易
瞳
制
は
、
東
ア
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ジ
ア
交
易
秩
序
の
費
動
の
な
か
で
再
編
成
さ
れ
、
現
賓
の
交
易
秩
序
に
封
醸
し
た
貿
易
ル
ー
ト
が
新
た
に
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
①
唐
束
で
の
東
南
ア
ジ
ア
と
の
「
互
市
」
、
②
マ
カ
オ
で
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
「
互
市
」
、
②
一
柚
建
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
(
特
に
ス
ペ
イ
ン
領
フ

(
m
m
)
 

い
わ
ば
「
四
つ
の
口
」
で
あ
る
。

ィ
リ
ピ
と
へ
の
「
往
市
」
、
③
西
北
遺
境
で
の
モ
ン
ゴ
ル
と
の
「
互
市
」
と
い
う
、

こ
の
よ
う
に
明
初
以
来
の
朝
貢
/
海
禁
睦
制
に
か
わ
り
、
十
六
世
紀
後
竿
に
形
成
さ
れ
た
新
た
な
束
ア
ジ
ア
の
貿
易
秩
序
を
、
「
貢
市
瞳

(
悦
)

制
」
と
稽
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
貢
市
」
と
は
、
「
貢
」
(
朝
貢
貿
易
)
と
、
「
市
」
(
互
市
お
よ
び
往
市
)
と
の
線
稀
で
あ
る
。
こ
の
「
貢

市
瞳
制
」
は
、
か
つ
て
の
朝
貢
/
海
禁
瞳
制
の
よ
う
な
固
定
的
で
閉
ざ
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
現
賓
の
貿
易
秩
序
の
費
動
に
針
麿
し
て
、

朝
貢
・
互
市
・
往
市
な
ど
の
貿
易
手
法
が
遁
宜
採
用
さ
れ
る
、
流
動
的
・
過
渡
期
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
十
六
世
紀
末
以
降
の

「
貢
市
瞳
制
」
の
概
要
を
整
理
し
た
の
が
次
表
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
は
、
明
朝
の
周
遺
諸
国
が
、
朝
貢
・
互
市
・
往
市
の
い
ず
れ
か
一
つ
、
あ
る
い
は
二
つ
、

さ
ら
に
は
安
南
や
シ
ヤ
ム
の
よ
う
に

三
つ
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
、
明
朝
と
の
貿
易
関
係
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
唯
一
の
例
外
と
し
て
、

日
本
だ
け
が
そ
の
日
恭
力
性
・
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+16世紀後半、東・東南アジアの貢市樫制

周逢園 朝貢貿易<窓口> ;ι市・往市

モンゴル 順義王<大同> 長城線の 9互市場(1571-)

女員 女員首長<遼東> 遼東の馬市・互市(15世紀一)
西北

朝鮮 朝鮮園王<遼東>

西域諸岡 各閥王<甘霜・侠西>

安南<虞西>・ 慶ナl'li湾附近の互市(1556-)
東南アジア シャム<慶州市舶司> i章州、|からの往市(1576ー)

琉球 琉球園王<幅州市舶司>

東南 ポルトガル (園家貿易交渉失敗) i奥門での互市(1564-) 

スペイン (図家貿易なし) マニラへの柱市(1571ー)

日本園王<寧波市舶司> (ボルトガルの長崎-i奥門貿易)
日本

→1548年以降断絶 (幅建九州の密貿易)

侵
略
性
へ
の
警
戒
か
ら
、

い
か
な
る
貿
易
ル

l
ト
も
認
め
ら
れ
ず
、
「
貢
市
瞳

制
」
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
銀
と
生
糸
な
ど
の
中
国

商
品
と
の
貿
易
は
、
首
時
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
大
き
な

利
盆
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
日
本
は
東
ア
ジ
ア
「
貢
市
盟
制
」

か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
た
め
、
日
明
貿
易
の
利
益
は
、
十
六
世
紀
中
葉
ま
で
は

倭
冠
的
勢
力
に
よ
る
密
貿
易
に
、

一
五
七

0
年
代
以
降
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る

マ
カ
オ
長
崎
聞
の
中
纏
貿
易
の
手
中
に
蹄
す
こ
と
に
な
っ
た
。

豊
臣
政
権
は
朝
鮮
侵
略
の
以
前
か
ら
、

日
明
貿
易
を
再
開
し
て
そ
れ
を
掌
握

す
る
こ
と
を
強
く
意
園
し
て
お
り
、
日
明
講
和
交
渉
に
お
い
て
も
、
領
土
的
要

求
と
な
ら
ん
で
、
日
明
貿
易
の
再
聞
を
求
め
績
け
た
。
さ
ら
に
賓
際
の
講
和
交

渉
に
首
た
っ
た
「
小
西
・
封
馬
グ
ル
ー
プ
」
は
、
堺
や
博
多
の
商
人
の
利
害
を

背
景
と
し
て
、
し
ば
し
ば
秀
吉
の
意
志
を
無
覗
し
て
ま
で
も
、
通
貢
再
開
に
よ

る
講
和
を
賓
現
し
よ
う
と
し
た
。
小
西
行
長
は
日
本
軍
が
匡
倒
的
に
優
勢
で
あ

っ
た
一
五
九
二
年
末
の
段
階
で
、
す
で
に
モ
ン
ゴ
ル
の
ア
ル
タ
ン
が
、
隆
慶
和

議
に
よ
り
朝
貢
と
互
市
を
許
さ
れ
た
前
例
に
な
ら
っ
て
、

日
明
貿
易
を
再
開
す

てる
いこ
る自と
O~ を

求
め
て
お
り

そ
の
後
も
一
貫
し
て
通
貢
の
再
開
を
模
索
し
つ
づ
け

「
小
西
・
釘
馬
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
束
ア
ジ
ア
交
易
観
を
示
す
興
味
深
い
記

事
と
し
て
、

一
五
九
四
年
十
一
月
一
日
、
小
西
行
長
は
朝
鮮
側
の
使
者
に
封
し
、
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次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

あ
ず
か

南
蟹
・
琉
球
は
み
な
外
夷
に
し
て
、
貢
を
奉
じ
大
明
に
臣
と
稽
す
。
日
本
は
濁
り
棄
固
に
し
て
、
未
だ
そ
の
列
に
参
ら
ず
。
前
に
は
こ

の
意
を
も
っ
て
朝
鮮
に
請
い
、
大
明
に
達
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
、
朝
鮮
は
牢
と
し
て
許
す
を
肯
ん
ぜ
ず
、
己
む
を
得
ず
し
て
奉
兵
し
て

出
来
せ
り
。
天
兵
の
出
ず
る
に
至
る
に
及
び
て
、
沈
惟
敬
の
講
和
の
言
を
聞
き
、
退
き
て
こ
こ
に
在
り
O
i
-
-
-
貴
園
、
若
し
こ
の
意
を
も

あ

わ

た

だ

(

悩

)

っ
て
天
朝
に
惇
達
し
、
特
に
天
使
を
遣
わ
し
、
封
爵
を
賜
う
を
許
さ
ば
、
則
ち
志
願
は
畢
り
、
即
ち
に
首
に
撤
揮
す
べ
し
。

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
や
琉
球
は
、

み
な
明
朝
に
朝
貢
し
て
貿
易
を
許
さ
れ
て
い
る
の
に
、
日
本
だ
け
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
も
し
朝
鮮
の
仲
介
に

よ
り
、
秀
吉
の
冊
封
と
通
貢
が
貰
現
し
、
日
本
が
「
貢
市
瞳
制
」
に
復
闘
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
た
だ
ち
に
朝
鮮
か
ら
撤
退
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
行
長
は
、

ア
ジ
ア
諸
園
の
な
か
で
唯

「
貢
市
瞳
制
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
「
棄
園
」
で
あ
る
日
本
が
、
そ
こ
に
復
帰
す
る
こ

と
を
端
的
に
求
め
て
い
る
。
「
小
西
|
針
馬
グ
ル
ー
プ
」
は
秀
吉
自
身
の
員
意
と
は
離
れ
て
、
日
本
の
貢
市
瞳
制
へ
の
復
時
に
よ
る
講
和
の
賓

ら
は
、
領
土
的
野
心
に
固
執
す
る
秀
吉
と
、
強
硬
に
日
本
の
通
貢
に
反
釘
す
る
明
朝
の
官
僚
た
ち
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
雨
固
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現
を
め
ざ
し
て
交
渉
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
明
朝
の
講
和
捨
首
者
も
、
こ
う
し
た
意
固
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
彼

が
十
分
な
音
山
思
の
疎
通
を
快
い
た
ま
ま
、
見
切
り
護
車
の
形
で
冊
封
使
の
汲
遣
が
進
め
ら
れ
、
最
終
的
に
は
講
和
交
渉
の
完
全
な
決
裂
と
い
う

最
悪
の
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

十
六
世
紀
前
中
十
か
ら
、
東
南
沿
岸
に
は
大
量
の
海
外
銀
が
流
入
し
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
租
税
と
し
て
園
庫
に
吸
牧
さ
れ
、
北
遣
の
軍
事

費
と
し
て
投
入
さ
れ
た
結
果
、
東
南
沿
海
と
北
方
遺
境
の
嬰
方
に
交
易
ブ

l
ム
が
出
現
し
、
東
南
部
の
倭
冠
集
園
や
、
長
城
外
の
「
板
升
」
集

落
の
よ
う
な
華
夷
雑
居
的
な
諸
勢
力
が
成
長
し
て
ゆ
く
。

一
五
七

O
年
前
後
の
、
一
帽
建
か
ら
の
海
外
貿
易
解
禁
と
隆
慶
和
議
は
、
も
っ
ぱ
ら
密

貿
易
と
略
奪
に
よ
っ
て
捨
わ
れ
て
い
た
南
北
の
交
易
ブ

l
ム
を
、
明
朝
が
二
疋
の
交
易
ル
ー
ト
を
公
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
秩
序
化
す
る
意
義

を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
長
城
線
で
の
モ
ン
ゴ
ル
交
易
は
、
北
遣
の
秩
序
安
定
の
代
償
と
し
て
、
明
朝
の
財
政
負
携
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
、
一
帽
建
や
唐
束
の
海
外
貿
易
か
ら
得
ら
れ
る
闘
税
牧
入
は
、
地
方
的
財
源
に
充
て
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
中



央
政
府
が
そ
れ
を
圃
庫
に
吸
牧
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
部
分
の
明
朝
官
僚
に
と
っ
て
、
東
南
海
域
と
は
あ
く
ま
で
農
業
帝
園
の

力
が
東
南
沿
海
の
秩
序
を
不
安
定
化
す
る
こ
と
を
、

周
縁
部
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
政
治
的
関
心
は
、
海
上
貿
易
か
ら
積
極
的
に
利
潤
を
抽
出
す
る
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
ぱ
ら
華
夷
雑
居
的
な
海
上
勢

(
m
m
)
 

い
か
に
防
ぐ
か
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

も
し
明
朝
が
、
贋
東
で
の
「
互
市
」
や
一
帽
建
か
ら
の
「
往
市
」
に
つ
づ
い
て
、
寧
波
に
お
け
る
日
本
と
の
交
易
を
再
開
し
た
と
す
れ
ば
、
ポ

」
と
を
深
く
憂
慮
し
て
い
た
。

一
五
九
五
年
末
、

ル
ト
ガ
ル
が
童
断
し
て
い
た
利
盆
を
、
明
朝
と
日
本
の
壁
方
が
享
受
で
き
た
に
違
い
な
い
。
現
賓
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
そ
れ
が
現
賓
化
す
る

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
合
士
の
ジ
エ
ロ
ニ
モ
・
デ
・
ジ
ェ
ズ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
長
く
て
複
雑
な
朝
鮮
で
の
戦
争
が
終
り
、
今
度
結
ば
れ
る
筈
の
講
和
に
つ
い
て
ま
ち
ま
ち
の
こ
と
が
惇
え
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
確
か
な
こ

と
を
知
ら
な
い
。
或
る
人
は
中
園
と
日
本
が
貿
易
を
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
、
つ
が
、
も
し
そ
う
な
れ
ば
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
大

(ω) 

損
害
を
受
け
る
だ
ろ
う
」
o

し
か
し
、
翌
九
六
年
九
月
の
交
渉
決
裂
に
よ
り
、
そ
の
可
能
性
は
つ
い
え
た
。

一
五
九
七
年
二
月
、

イ
エ
ズ
ス
曾

133 

た
中
固
と
の
貿
易
も
聞
か
れ
な
か
っ
た
し
、

士
の
ロ
レ
ン
ソ
・
ペ
レ
ス
は
、
安
堵
を
こ
め
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
中
国
と
の
交
渉
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
、

日
本
人
が
期
待
し
て
い

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
渉
も
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
の
貿
易
関
係
が
今
ま

(
刊
)

で
ど
お
り
保
た
れ
、
従
っ
て
我
々
へ
の
態
度
も
饗
わ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
」
o

日
本
の
貢
市
瞳
制
へ
の
復
時
が
失
敗
し
、
秀
吉
が
第
二
次
侵
略

の
泥
沼
に
足
を
踏
み
こ
ん
だ
こ
と
で
、

日
明
貿
易
の
主
導
権
は
従
来
ど
お
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
手
に
握
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

293 

中主(
1
)

中
村
築
孝
「
釣
外
戦
争
に
お
け
る
禦
臣
秀
士
什
の
目
的
」
(
初
出
一

九
五
九
年
、
『
円
鮮
関
係
史
の
研
究
』
中
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

九
年
所
収
)
、
「
幽
一
一
旦
臣
秀
吉
の
外
征
|
|
文
総
・
慶
長
の
役
|
|
」

(
前
掲
『
日
鮮
閥
係
史
の
研
究
』
中
)

C

(
2
)

北
島
高
次
「
日
明
講
和
の
和
議
折
衝
」
(
初
出
一
九
八
八
年
、
『
豊

臣
政
権
の
封
外
認
識
と
朝
鮮
侵
略
」
校
倉
書
房
、
一
九
九
O
年)、

同
「
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
)
、
佐

島
顕
子
「
壬
辰
倭
乱
講
和
の
破
綻
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
年
報
朝
鮮
皐
』

四
強
、
一
九
九
四
年
)
、
中
野
等
『
秀
吉
の
軍
令
と
大
陸
侵
攻
』
(
士
什

川
弘
文
館
、
二
O
O
六
年
)
。
こ
の
ほ
か
戦
前
の
代
表
的
研
究
と
し

て
、
徳
富
猪
一
郎
『
近
世
日
本
図
民
史
」
朝
鮮
役
、
上
・
中
・
下
巻

(
民
友
枇
、
一
九
一
一
一
il--

、
一
一
一
一
年
)
が
あ
る
。
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(
3
)

透
士
名
朝
有
「
明
の
冊
封
樫
制
と
文
様
・
慶
長
の
役
」
(
『
琉
球
の

朝
-
盲
ハ
貿
易
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
)

0

(
4
)

石
原
道
博
『
文
様
・
慶
長
の
役
』
(
塙
書
房
、
一
九
六
三
年
)
、
李

光
議
『
高
暦
二
十
三
年
封
日
本
園
王
豊
臣
秀
吉
考
』
(
中
央
研
究
院

照
史
語
二
日
研
究
所
、
一
九
六
七
年
)
、
岡
野
昌
子
「
秀
吉
の
朝
鮮
侵

略
と
日
本
」
(
『
中
山
八
郎
教
授
崎
明
書
記
念
明
清
史
論
叢
』
遼
原
書
出
、

一
九
七
七
年
)
、
鄭
探
生
『
明
・
日
関
係
史
の
研
究
』
(
雄
山
閣
、
一

九
八
一
年
)
、
同
2
5
P
ω
君
。
宮

4
d⑦
2
F
E印
肉

E
戸
山
口
(
日
ロ
⑦

官
。
ロ
〔
目
白
H
H
n
o
(
U
F
H
ロ
P
]日
目
)
山
口
山
口
〔
日

H
F
巾
司
戸
門
戸
H

O

O
『
岳
町
斗
ロ
r
E
2
1可

ω百円。
B
'
同
印
匂

UN--印

m
w
G
V

同

J
r
p号
、
白
ま
き
お
む
~
同
三
也
ミ
河
内
3
3
5

M
供

品

'
N
C
C
M

(
5
)

小
野
和
子
「
明
日
和
平
交
渉
を
め
ぐ
る
政
争
」
(
初
出
一
九
九

O

年
、
『
明
季
黛
枇
考
|
|
東
林
黛
と
復
枇
|
|
』
同
朋
舎
山
版
、
一

九
九
六
年
所
牧
)
o

以
ド
、
小
野
「
政
争
」
と
略
稽
す
る
。

(
6
)

三
本
聴
「
高
暦
封
倭
考
(
そ
の
一
)
|
|
高
暦
二
十
二
年
五
月
の

「
封
貢
」
中
止
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
北
海
道
大
皐
文
皐
研
究
科
紀

要
』
一

O
九
競
、
二

O
O
三
年
)
、
「
蔦
暦
封
倭
考
(
そ
の
二
)
|
|

高
暦
二
十
四
年
五
月
の
九
卿
・
科
逗
舎
議
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
北

海
道
大
挙
文
拳
研
究
科
紀
要
」
一
一
一
二
披
、
二

O
O
四
年
)
o

以
下

そ
れ
ぞ
れ
、
三
木
「
そ
の
こ
、
三
木
「
そ
の
二
」
と
略
稽
す
る
。

な
お
三
木
氏
に
は
関
連
す
る
論
考
と
し
て
、
「
一
拍
建
巡
撫
許
字
遠
の

謀
略
|
|
豊
臣
秀
吉
の
「
征
明
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
「
人
文
科
皐

研
究
』
四
張
、
一
九
九
六
年
)
、
「
九
卿
・
科
道
合
議
は
何
庭
で
聞
か

れ
た
の
か
|
|
寓
暦
封
倭
考
補
遺
|
|
」
(
「
史
朋
』
三
七
競
、
二

O

O
四
年
)
も
あ
る
。

(
7
)

以
下
、
朝
鮮
侵
略
と
日
明
講
和
交
渉
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
特
に

注
記
し
な
い
限
り
、
主
と
し
て
中
村
前
掲
「
堕
一
円
臣
秀
吉
の
外
征
」
、

北
島
前
掲
『
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
、
三
木
「
そ
の
こ
・
「
そ
の

一
一
」
、
お
よ
び
『
神
宗
賓
録
』
・
談
遷
『
園
椎
』
の
関
係
記
事
に
基

づ
い
て
ま
と
め
た
。

(
8
)

「
組
屋
文
書
」
o

紙
屋
敦
之
『
大
君
外
交
と
東
ア
ジ
ア
」
(
古
川
弘

文
館
、
一
九
九
七
年
)
二
五
七
頁
。

(
9
)

「
宣
組
(
貫
録
』
巻
三

O
、
高
暦
二
十
年
九
月
乙
丑
僚
。

(
日
)
「
小
西
・
劉
馬
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
呼
栴
は
、
北
島
前
掲
「
日
明

講
和
の
和
議
折
衝
」
に
お
い
て
、
行
長
・
義
智
・
玄
蘇
な
ど
の
和
議

推
進
汲
を
、
「
封
馬
グ
ル
ー
プ
」
と
稽
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。

(
日
)
「
宣
祖
(
貫
録
』
巻
三
七
、
高
暦
二
十
一
年
四
月
乙
酉
係
。

(
ロ
)
「
江
雲
随
筆
』
所
収
、
「
大
明
朝
鮮
奥
日
本
和
平
之
倹
目
」
o

佐
島

前
掲
「
壬
辰
倭
乱
講
和
の
破
綻
を
め
ぐ
っ
て
」
二
七
l
一一一

O
頁
、
中

野
前
掲
『
秀
吉
の
軍
令
と
大
陸
侵
攻
」
二
七
八
l
二
八

O
頁
参
照
。

(
日
)
「
神
宗
(
貫
録
』
巻
二
九
七
、
高
暦
二
十
四
年
五
月
己
巳
候
。

(
比
)
封
貢
問
題
に
釘
す
る
神
宗
の
到
騰
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
三
木

「
そ
の
こ
四
四
1
五
O
頁
を
参
照
。

(
日
)
小
野
前
掲
『
明
季
黛
一
吐
考
』
ム
ム
ハ
六
l
一
七
六
頁
、
曹
、
水
椋
(
渡

昌
弘
詩
)
「
明
代
政
治
史
研
究
|
|
科
這
官
の
二
百
官
的
機
能
|
|
』

(
汲
古
書
院
、
二

O
O
三
年
)
二
五
一
、
Il--
、
二
五
四
頁
。

(
凶
)
子
慣
行
『
穀
山
筆
塵
』
巻
一
一
、
書
透
。

(
口
)
「
寓
暦
疏
紗
』
巻
四
三
、
東
倭
類
、
徐
桓
「
征
倭
首
急
措
集
非
計

詳
審
以
牧
勝
算
疏
」
(
寓
暦
二
十
年
十
二
月
)
o

こ
こ
で
徐
桓
は
、

「
宜
以
捷
宣
示
四
夷
、
差
遊
撃
沈
惟
敬
、
青
帖
往
平
壌
、
宣
議
倭
持
。
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彼
必
警
服
求
貢
之
後
、
輿
之
約
目
、
十
年
一
貢
、
有
常
期
、
如
期
則

可
。
貢
道
由
寧
波
、
有
常
地
、
如
地
則
可
。
倫
倭
畏
威
而
修
貢
知
常
、

則
一
紙
書
、
賢
於
十
寓
師
遠
矢
」
と
、
沈
惟
敬
を
平
壌
に
汲
遣
し
て

日
本
軍
に
宣
識
さ
せ
、
円
本
が
通
貢
を
求
め
れ
ば
、
十
年
ご
と
に
寧

波
経
由
で
通
貢
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
候
件
に
朝
鮮
か
ら
撤
退

さ
せ
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

(
時
)
『
柿
宗
賓
録
』
巻
二
六
二
、
寓
暦
二
十
一
年
七
月
辛
西
係
。

(
日
)
こ
の
数
値
は
明
ら
か
に
過
大
で
あ
る
。
小
野
和
子
氏
に
よ
れ
ば
、

一
五
七
五
(
高
暦
三
)
年
に
お
け
る
明
朝
政
府
の
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の

馬
似
買
い
上
げ
総
額
は
二
十
三
高
雨
で
あ
り
、
こ
れ
を
上
回
る
民
間

ベ
l
ス
の
「
私
市
」
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
野
氏
は
雨
者
を

合
計
す
れ
ば
、
骨
回
時
の
園
家
財
政
の
銀
雨
部
分
(
四
三

O
蔦
雨
)
の

五
l
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
と
推
定
し
て
い
る
(
前
掲
「
張
居
正

と
山
西
商
人
」
六
九
1
七
O
頁
)
。
そ
の
後
に
貿
易
量
の
増
大
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
む
ろ
ん
三
六
O
寓
雨
に
は
達
し
な
い
。
た
だ
し
十

六
世
紀
の
第
四
四
半
期
に
、
太
倉
銀
庫
か
ら
北
透
の
経
常
軍
費
と
し

て
支
出
さ
れ
る
京
運
年
例
銀
は
、
毎
年
三
百
!
四
百
寓
雨
に
の
ぼ
っ

て
お
り
(
岸
本
美
緒
「
明
末
の
出
土
市
場
に
関
す
る
一
考
察
」
初
出

一
九
九

O
年
、
『
清
代
中
園
の
物
債
と
経
済
繁
動
』
研
文
出
版
、
一

九
九
七
年
所
牧
、
二
三
二
百
ハ
)
、
彰
廃
点
舎
の
い
う
年
間
三
六

O
蔦
雨

の
支
出
と
は
、
こ
れ
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
加
)
小
野
「
政
争
」
一

O
八
!
一
一
ム
ハ
頁
。

(
幻
)
『
高
暦
疏
紗
』
巻
四
三
、
束
倭
類
、
呂
鳴
珂
「
特
仲
盈
廷
公
議
以

佐
援
倭
疏
」
。

(
幻
)
『
蔦
暦
疏
紗
』
巻
一
、
聖
治
類
、
丁
元
薦
「
園
事
日
非
隠
憂
可
懐

乞
園
更
化
以
光
中
興
疏
」

0

(
お
)
「
明
史
』
巻
二
ム
八
、
列
惇
ム

O
六
、
沈
一
貫
惇
。
沈
一
貫
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
城
井
隆
志
「
寓
暦
三
十
年
代
に
お
け
る
沈
一
貫
の

政
治
と
黛
争
」
(
『
史
淵
」
一
一
一
一
一
輯
、
一
九
八
五
年
)
、
小
野
前
掲

『
明
季
黛
枇
考
』
三

O
二
1
三
一
一
頁
を
参
照
。

(μ)

「
柿
宗
(
貫
録
』
巻
二
七
一
二
、
寓
暦
二
十
二
年
五
月
辛
卯
候
。

(
お
)
沈
会
貫
『
敬
事
草
』
巻
一
、
「
論
倭
貢
市
不
可
許
疏
」

0

(
お
)
寓
暦
『
秀
水
豚
志
』
巻
五
、
名
臣
。

(
幻
)
陳
諮
血
ハ
『
陳
向
学
士
先
生
初
集
』
者
二
八
、
「
駁
倭
議
」
o

正
確
な
執

筆
時
期
は
不
明
だ
が
、
文
中
に
は
、
石
星
ら
が
秀
吉
の
上
表
が
届
く

の
を
待
っ
て
別
封
を
行
お
う
と
し
て
い
る
と
い
う
記
遮
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
「
駁
倭
議
」
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
秀
吉
の
「
上
表
」
が

朝
廷
に
届
く
に
先
立
つ
、
一
五
九
三
年
末
1
九
四
年
初
一
頭
の
執
筆
と

考
え
ら
れ
る
。

(
お
)
陳
怒
血
ハ
『
陳
事
士
先
生
初
集
』
巻
二
八
、
「
客
開
閉
鎖
利
害
封
」

0

岸
本
前
掲
「
明
末
の
田
土
市
場
に
関
す
る
一
考
察
」
二
二
九
一
員
参
照
。

(
鈎
)
岸
本
前
掲
論
文
、
同
『
東
ア
ジ
ア
の
「
近
世
」
』
(
山
川
出
版
祉
、

一
九
九
八
年
)

0

(
初
)
詳
し
く
は
三
木
「
そ
の
こ
五
五

l
六
二
頁
参
照
。
「
柿
宗
賓

録
』
や
『
園
権
』
に
は
、
こ
の
合
議
に
関
す
る
記
事
は
な
い
が
、
註

(
幻
)
前
掲
の
呂
鳴
珂
「
特
伸
烈
廷
公
議
以
佐
擦
倭
琉
」
に
は
、
「
二

月
二
十
七
円
、
兵
部
向
車
目
石
星
約
九
卿
舎
議
演
象
所
」
と
あ
る
。
な

お
三
木
「
そ
の
一
」
五
六
l
五
七
頁
で
は
、
『
園
椎
」
の
三
月
六
日

僚
に
「
朝
議
多
斥
封
貢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
に
九
卿
科
遁

舎
議
が
聞
か
れ
た
と
推
定
す
る
が
、
こ
の
「
朝
議
」
は
一
般
的
に
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「
朝
廷
で
の
議
論
」
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。

(
訂
)
杜
椀
言
「
越
士
禎
及
其
《
一
神
器
譜
》
初
探
」
(
『
中
園
史
研
究
』

九
八
五
年
四
期
)

0

(
犯
)
越
士
禎
『
束
事
剰
一
一
百
」
疏
草
、
情
形
防
禦
、
「
潟
恭
陳
倭
奴
今
昔

情
形
南
北
防
禦
機
宜
款
貢
可
否
利
害
以
定
衆
志
以
禅
決
策
事
」

0

『束

事
剰
言
』
一
巻
(
東
洋
文
庫
蔵
、
高
暦
二
十
二
年
序
刊
本
)
は
、
目

頭
に
「
束
事
剰
言
序
」
(
四
明
高
華
撰
、
高
暦
二
十
二
年
七
月
一

日
)
を
掲
げ
、
つ
い
で
問
答
慢
で
日
本
封
策
に
つ
い
て
論
じ
た
「
束

事
剰
ニ
一
日
」
、
お
よ
び
「
情
形
防
禦
」
と
「
兵
食
」
に
闘
す
る
二
篇
の

上
奏
文
を
収
め
る
。

(
お
)
『
柿
器
譜
』
(
寓
暦
三
十
一
年
刊
本
)
の
黄
建
衷
撰
「
序
」
に
も
、

「
束
事
起
、
刺
議
日
沸
、
越
中
舎
常
吉
(
越
土
禎
)
、
濁
請
斬
石
司

馬
。
数
上
書
一
一
一
日
兵
事
、
啓
聞
天
下
」
と
あ
る
。

(
お
)
『
柿
宗
賓
録
』
巻
二
七
一
、
高
暦
二
十
二
年
三
月
壬
寅
候
。

(
お
)
『
柿
宗
貫
録
』
巻
二
七
二
、
高
暦
二
十
二
年
四
月
甲
寅
係
。

(
お
)
許
字
遠
『
敬
和
堂
集
』
撫
閑
稿
、
「
請
計
庭
倭
酋
疏
」

0

『
榊
宗
賓

録
』
巻
二
七
三
、
高
暦
二
十
二
年
五
月
甲
申
係
。

(
幻
)
『
宣
租
賓
録
』
巻
五
六
、
高
暦
二
十
二
年
十
月
甲
寅
候
。
一
二
木

「
そ
の
こ
八
七
l
九
O
頁
参
照
。

(
お
)
『
柿
宗
賓
録
』
巻
二
七
五
、
高
暦
二
十
二
年
七
月
庚
辰
係
。

(
ぬ
)
小
野
前
掲
『
明
季
黛
枇
考
』
一
九
七
1
一
九
九
頁
。

(
羽
)
葉
向
高
『
蒼
霞
績
草
』
巻
八
「
明
園
子
監
祭
酒
免
陽
劉
公
倍
配
楊

語
人
合
葬
紳
這
問
」
に
は
、
「
束
事
興
、
植
山
肝
臓
栢
折
人
言
、
欲
血
ハ
倭

構
。
閤
臣
抽
出
章
張
公
議
異
」
と
あ
り
、
張
位
が
石
星
の
講
和
政
策
に

反
針
し
て
い
た
と
す
る
。
城
井
前
掲
「
蔦
暦
二
十
年
代
の
吏
部
と
黛

争
」
六
八
頁
参
照
。
し
か
し
他
方
、
『
宣
相
賓
録
』
巻
五
二
、
蔦
暦

二
十
二
年
六
月
甲
寅
候
に
は
、
「
封
貢
朝
議
不
一
、
張
閣
老
・
李
提

督
・
顧
軍
門
等
五
六
人
、
及
戸
・
兵
部
、
皆
以
許
封
貢
潟
常
」
と
、

張
位
を
石
星
や
顧
養
謙
な
ど
と
と
も
に
封
貢
推
進
汲
と
し
て
奉
げ
て

い
る
。
三
木
「
そ
の
こ
七
二
頁
参
照
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
黙
で
は
、

張
位
は
超
志
阜
と
と
も
に
封
貢
政
策
を
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
一
王
九
六
年
の
講
和
決
裂
の
後
は
、
彼
は
沈
一
貫
と
組
ん
で
、

趨
志
皐
の
撤
兵
論
を
批
判
す
る
立
場
に
回
っ
て
い
る
。

(
H
U
)

張
位
が
こ
の
「
掲
帖
」
を
提
出
し
た
日
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
九

月
九
日
に
は
神
宗
が
こ
の
「
往
市
」
案
の
検
討
を
命
じ
て
い
る
の
で
、

九
月
初
頭
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
必
)
「
皇
明
経
世
文
編
』
巻
四
O
八
、
張
洪
陽
文
集
、
掲
帖
、
「
論
束

倭
事
情
掲
帖
」

0

(
必
)
小
葉
田
淳
「
明
代
津
泉
人
の
海
外
通
尚
後
展
」
(
初
出
一
九
四
一

年
、
『
金
銀
貿
易
史
の
研
究
』
法
政
大
皐
山
版
局
、
一
九
七
六
年
)
、

佐
久
間
重
男
「
明
代
後
期
に
お
け
る
淳
州
の
海
外
貿
易
|
|
粛
基
の

岨
尚
策
に
つ
い
て
|
|
」
(
初
出
一
九
八
五
年
、
『
日
明
闘
係
史
の
研

究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
)
。

(
叫
)
「
神
宗
(
貫
録
』
巻
二
七
七
、
高
暦
二
十
二
年
九
月
庚
寅
係
。

(
必
)
小
野
前
掲
「
張
居
正
と
山
西
商
人
」
七
四
i
一
O
一頁。

(
必
)
哀
黄
(
波
は
了
凡
)
は
、
陽
明
向
晶
子
汲
の
思
想
家
、
善
童
日
の
著
者
と

し
て
著
名
で
あ
る
が
、
一
五
九
三
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
賛
室
主

事
と
し
て
朝
鮮
で
の
釘
日
交
渉
に
嘗
た
っ
た
。
朝
鮮
に
お
け
る
衰
黄

の
活
動
に
つ
い
て
は
、
中
村
条
孝
「
寓
暦
朝
鮮
の
役
と
斯
江
将
兵

|
|
柳
成
龍
『
唐
将
書
帖
」
の
会
文
書
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
東
方
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息
ナ
舎
創
立
二
十
五
周
年
記
念
束
方
亭
論
集
』
東
方
向
学
舎
、
一
九
七
二

年
)
、
奥
崎
裕
司
『
中
園
郷
紳
地
主
の
研
究
』
(
汲
古
書
院
、
一
九
七

八
年
)
一
ム
ハ
一
、
Il--
、
一
七
五
頁
を
参
照
。
な
お
哀
黄
の
起
用
は
宋
陰
昌

の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
る
(
『
寓
暦
邸
抄
』
寓
暦
二
十
年
八
月
)

0

ま
た
『
官
一
組
賓
録
』
巻
三
六
、
高
暦
二
十
一
年
一
一
一
月
戊
寅
候
に
は
、

参
賛
官
沈
喜
喜
一
叶
の
言
と
し
て
、
「
今
此
和
議
、
衰
主
事
主
之
、
劉
員

外
賛
成
云
」
と
あ
り
、
衰
黄
が
劉
責
裳
と
協
力
し
て
和
議
を
主
導
し

て
い
た
と
す
る
。

(
幻
)
た
だ
し
李
如
松
は
直
属
の
遼
東
将
兵
を
優
遇
す
る
傾
向
が
あ
り
、

忠
則
江
将
兵
や
宋
感
昌
な
ど
と
の
閥
係
は
必
ず
し
も
固
滑
で
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
『
官
一
澗
賓
録
』
巻
三
六
、
高
暦
二
十
一
年
一
一
一
月
壬
戊
伎
に

よ
れ
ば
、
李
如
松
は
「
経
略
南
人
、
未
知
一
分
兵
事
、
全
惑
於
南
軍

之
一
百
。
:
:
:
且
劉
員
外
・
哀
主
事
、
亦
輿
経
略
同
心
、
主
和
不
主

戦
」
と
述
べ
、
宋
廃
昌
が
湖
江
防
相
兵
や
劉
黄
裳
・
衰
黄
と
と
も
に
講

和
を
園
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。

(
必
)
徐
乾
尚
一
子
『
明
史
列
惇
』
巻
八
五
、
石
星
惇
。

(
羽
)
三
木
「
そ
の
二
」
一
一
[
一
一
一
一
頁
。

(
叩
)
『
柿
宗
賓
録
』
巻
二
九
七
、
寓
暦
二
十
四
年
五
月
丁
卯
係
。
三
木

「
そ
の
二
」
一
四
頁
参
照
。
越
士
皐
が
石
星
と
と
も
に
、
衆
論
に
反

し
て
宋
磨
昌
を
起
用
し
た
こ
と
は
、
首
初
か
ら
批
判
の
的
で
あ
っ
た
。

『
高
暦
邸
抄
』
高
暦
二
十
年
九
月
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
御
史
の
郭
賓
が

宋
感
昌
の
不
可
な
る
こ
と
七
事
を
奉
げ
て
彼
の
起
出
に
反
封
し
、
極

透
の
雑
職
に
左
遷
さ
れ
た
。
し
か
し
礎
部
主
事
諸
書
賢
も
、
越
土

皐
・
石
星
が
朝
廷
の
輿
論
を
無
秘
し
て
宋
磨
昌
を
起
用
し
、
郭
(
貫
を

庭
罰
し
言
官
を
抑
え
よ
う
と
し
た
と
批
判
し
た
。
こ
れ
に
封
し
超
士

皐
は
、
諸
喜
市
賢
を
郭
賓
同
様
に
慮
罰
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

(
日
)
一
五
九
六
年
に
秀
吉
の
明
封
が
完
会
に
失
敗
す
る
と
、
石
犀
は
罷

兎
さ
れ
て
獄
死
し
、
沈
惟
敬
は
慮
刑
さ
れ
る
が
、
趨
士
皐
は
責
任
を

す
べ
て
石
星
に
轄
嫁
し
て
首
輔
に
止
ま
っ
た
。
し
か
し
朝
鮮
側
で
も
、

一
五
九
八
年
に
宣
組
が
廷
臣
に
針
し
、
「
越
閣
老
寓
古
姦
人
也
。
姦

人
在
関
、
天
下
事
可
知
実
。
使
石
厚
・
沈
惟
敬
果
有
罪
也
、
断
之
母

疑
也
、
而
A
f
猶
在
監
」
、
「
趨
閣
老
大
姦
人
也
、
黛
於
石
昼
、
力
主
和

議
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
超
士
皐
が
一
貫
し
て
講
和
派
の
中
心
人
物

で
あ
っ
た
と
み
て
い
た
(
『
宣
租
賓
録
』
省
一

O
一
、
高
暦
二
十
六

年
六
月
丙
子
候
)

0

(
臼
)
徐
乾
向
学
『
明
史
列
局
時
」
巻
八
五
、
石
星
惇
。

(
日
)
「
神
宗
{
貫
録
』
省
二
九
七
、
高
暦
二
十
四
年
五
月
壬
申
係
。
岳
元

聾
「
潜
初
子
文
集
』
巻
一
、
「
急
削
好
臣
早
停
封
事
疏
」
。
小
野
「
政

争
」
ム
二
九
l
一
一
一
一
一
頁
、
三
木
「
そ
の
二
」
一
八
l
一
九
一
良
参
照
。

(
日
)
三
木
「
そ
の
二
」
二
一
二
1

三
六
で
は
、
挑
士
麟
『
只
見
編
』
に
よ

り
、
こ
の
九
卿
・
科
這
舎
議
の
朕
況
を
如
賓
に
叙
述
し
て
い
る
。
な

お
『
只
見
編
』
で
は
こ
の
曾
議
の
開
催
日
を
五
月
八
日
と
す
る
が
、

『
柿
宗
賓
録
」
に
よ
れ
ば
、
五
月
十
日
に
兵
部
が
舎
議
結
果
を
報
告

し
て
い
る
。
ま
た
上
速
の
岳
元
撃
の
上
奏
で
は
、
「
乞
救
九
卿
・
科

這
、
会
併
合
議
」
と
、
九
卿
・
科
道
曾
議
の
開
催
を
求
め
て
い
る
が
、

昔
、
録
に
よ
れ
ば
こ
の
上
奏
は
五
月
八
日
に
行
わ
れ
た
。
賓
録
の
日
附

に
従
え
ば
、
八
日
の
岳
元
聾
ら
の
要
求
を
う
け
、
九
日
か
十
日
に
合
同

議
が
開
か
れ
、
十
日
に
結
果
が
報
告
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
城
井
隆
志
「
蔦
暦
二
十
年
代
の
吏
部
と
黛
争
」
(
『
九
州
大
皐
東
洋

史
論
集
』
十
三
披
、
一
九
八
四
年
)
。

137 



298 

(
日
)
張
溝
『
松
宮
図
夢
誼
巴
巻
四
、
尚
買
紀
。
小
野
前
掲
「
張
居
正
と
山

西
商
人
」
一

O
四
頁
参
照
。

(
日
)
『
明
史
』
巻
二
二
五
、
列
惇
一
二
二
、
張
併
惇
。
『
松
宮
夢
語
」

巻
六
、
先
世
紀
。

(
回
)
『
松
衛
夢
語
』
は
、
円
明
講
和
交
渉
が
始
ま
っ
た
一
九
五
三
年
に

完
成
し
て
い
る
。
同
書
各
二
二
「
東
倭
紀
」
に
は
、
「
華
人
平
秀
吉
者
、

:
:
・
今
己
下
朝
鮮
、
堕
雨
京
、
格
八
道
、
走
其
園
王
、
逃
告
鼠
於
我
遼

陽
透
境
。
・
・
・
我
高
皇
肉
其
屡
冠
、
罷
宰
相
胡
惟
庸
、
至
絶
其
使
、

不
使
通
貢
市
。
因
知
高
皇
之
神
聖
、
矯
寓
世
慮
至
深
遠
也
己
」
と
あ

る
。
こ
の
記
事
は

H
本
軍
が
鴨
緑
江
に
迫
っ
た
一
天
九
二
年
末
に
書

か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
時
黙
で
は
張
併
も
洪
武
帝
が
日
本

と
の
通
交
を
断
絶
し
た
こ
と
を
評
債
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
五
五
七
(
嘉
靖
三
十
六
)
年
に
、
徽
州
市
身
の
王
直
が
、

や
は
り
徽
州
山
山
身
の
閑
漸
総
督
胡
宗
憲
に
投
降
し
た
際
に
も
、
朝
廷

に
婦
順
す
る
か
わ
り
に
、
日
本
と
の
互
市
を
公
認
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。
胡
宗
憲
は
常
初
、
首
輔
大
向
学
士
巌
嵩
と
も
呼
臆
し
て
、
王

直
の
要
請
を
宮
、
現
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
は
刺
廷
の

強
硬
な
反
釘
論
に
押
さ
れ
て
、
主
直
を
い
庭
刑
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

首
初
の
封
日
密
貿
易
を
主
導
し
て
い
た
の
は
徽
州
商
人
で
あ
り
、
こ

こ
で
も
胡
宗
憲
と
徽
州
商
人
の
あ
い
だ
に
何
ら
か
の
結
び
つ
き
が
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
胡
宗
憲
は
の
ち
の
王
崇
占
や
宋

際
日
円
に
、
巌
嵩
は
張
居
正
や
越
志
皐
に
相
賞
す
る
わ
け
で
あ
る
。

(
印
)
檀
上
寛
「
明
初
の
海
禁
と
朝
貢
|
|
明
朝
専
制
支
配
の
理
解
に
寄

せ
て
|
|
」
(
『
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
占
書
院
、
一
九
九
七

年
)
、
「
明
代
海
禁
概
念
の
成
立
と
そ
の
背
景
|
|
達
禁
卜
海
か
ら
下

海
通
番
へ
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
六
三
巻
三
抜
、
二

O
O
四
年
)

0

(
削
)
佐
久
間
重
男
「
明
代
の
外
国
貿
易
|
|
貢
舶
貿
易
の
推
移
|
|
」

(
初
出
一
九
五
一
年
、
前
掲
『
日
明
関
係
史
の
研
究
」
所
収
)

C

(
日
)
岩
井
茂
樹
「
十
六
世
紀
中
岡
に
お
け
る
交
易
秩
序
の
模
索
|
|
互

市
の
現
賓
と
そ
の
認
識
|
|
」
(
岩
井
茂
樹
編
『
中
園
近
世
枇
舎
の

秩
序
形
成
』
京
都
大
皐
人
文
科
的
晶
子
研
究
所
、
二

O
O
四
年
)

0

(
臼
)
十
六
世
紀
中
期
に
、
東
南
沿
海
と
北
透
で
同
時
並
行
的
に
山
現
し

た
、
経
済
ブ
l
ム
と
透
境
祉
舎
の
流
動
化
に
つ
い
て
は
、
川
石
井
茂
樹

「
十
六
・
十
七
世
紀
の
中
園
逢
境
枇
舎
」
(
小
野
和
子
編
『
明
末
清

初
の
祉
舎
と
文
化
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
九
六
年
)

を
参
照
。

(
臼
)
「
四
つ
の
口
」
と
は
、
む
ろ
ん
江
戸
時
代
の
四
つ
の
釣
外
関
係
の

窓
口
(
長
崎
・
釣
馬
・
薩
摩
・
松
前
)
を
指
す
用
語
を
借
り
た
も
の

で
あ
る
。
荒
野
泰
典
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
(
束
京
大
皐
出
版

舎
、
一
九
八
八
年
)
一
六
一
百
ハ
。
明
末
に
は
こ
の
ほ
か
に
正
規
の
朝

貢
ル
l
ト
が
あ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。

(
悦
)
こ
の
よ
う
な
十
六
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
貿
易
秩
序
を
、
岩
井
茂

樹
氏
は
「
互
市
健
制
」
と
稀
し
(
前
掲
「
十
六
世
紀
中
岡
に
お
け
る

交
易
秩
序
の
模
索
」
)
、
上
田
信
氏
は
「
互
市
シ
ス
テ
ム
」
と
名
づ
け

る
(
『
海
と
帝
園
』
講
談
枇
、
中
国
の
歴
史
九
、
二

O
O
五
年
)
o

た

だ
し
筆
者
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
少
な
く
と
も
明
代
後
期
の

段
階
で
は
、
コ
貝
市
鶴
制
」
と
い
う
呼
稽
が
よ
り
安
嘗
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
①
十
六
世
紀
以
降
、
東
南
ア
ジ
ア
貿
易
で
は
た
し
か
に

朝
貢
貿
易
の
比
重
は
低
下
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
も
、
朝
鮮
・

琉
球
と
は
も
っ
ぱ
ら
朝
貢
貿
易
(
朝
貢
に
附
随
し
た
互
市
も
合
む
)
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が
行
わ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
や
女
異
に
封
し
で
も
朝
貢
貿
易
が
一
定
の
比

重
を
占
め
て
い
た
。
②
明
代
後
期
に
は
一
脂
建
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
の

貿
易
は
、
「
往
市
」
と
稽
さ
れ
、
贋
東
や
北
方
透
境
に
お
け
る
「
互

市
」
と
匿
別
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
清
代
に
お
い
て
も
、
朝
鮮
や
琉
球

の
朝
貢
貿
易
が
安
定
的
に
績
け
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
園
の
朝
貢
貿
易
も
、
明
末
に
は
低
調
だ
っ
た

も
の
の
、
特
に
清
代
中
期
の
十
八
世
紀
後
小
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に

か
け
て
念
掻
大
し
、
明
初
以
来
最
高
の
ピ

1
ク
を
迎
え
て
い
る

(
〉

E
r
o口
一
可
同

2
p
z
H
H
F若
田
山
口
(
目
印
。
。
宮
山
間

2
5
p
o
「
口
口
問
お
片
岡
国

(
U
F
5
2
0
日ロ円。
E
ロ
2
0口
当
巳
『

ω
o
E
F
2
5円
〉
巴
山
¥
ョ

Hロ
〉
ロ
任
。
ロ
可

HN2(目。
(
f
h
s。
ミ
号
、
hh吉
弘
切
符

HHrE-RN』
3
3
2
。L
「
h
g
H
b
S己
k
r
s

お
お
九
円
』
向
。

b
N
P
E
A
d
E〈
白
白
々

CH
同
日
耳
臼

HH)HOω
印
リ

Hhuhvmy
七
百

件
∞
色
)
o

十
六
世
紀
以
降
、
互
市
が
釘
外
貿
易
の
中
心
と
な
っ
た

こ
と
は
確
か
な
の
で
、
そ
の
意
味
で
「
互
市
憶
制
(
シ
ス
テ
ム
)
」

と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
朝
貢
貿

易
(
朝
貢
に
附
随
す
る
互
市
も
含
む
)
の
持
つ
意
義
は
軽
視
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

(
出
)
な
お
一
五
九
四
年
に
は
、
宋
庭
昌
の
参
謀
で
あ
る
劉
黄
裳
が
、
明

朝
が
封
馬
に
官
員
を
泳
遣
し
て
、
日
本
の
朝
貢
品
を
牧
受
・
検
査
さ

せ
、
さ
ら
に
】
耐
建
・
湖
、
江
・
遼
東
の
海
商
が
封
馬
に
お
い
て
日
本
と

の
貿
易
を
行
う
と
い
う
プ
ラ
ン
を
提
案
し
た
と
い
う
(
『
蔦
暦
疏

紗
』
巻
四
三
、
王
徳
完
「
目
撃
束
倭
壕
隙
専
備
禦
疏
」
)

0

劉
黄
裳
の

299 

提
案
は
、
円
本
と
の
交
易
を
寧
波
で
は
な
く
海
外
で
行
い
、
東
南
地

域
へ
の
悪
影
響
を
防
ぐ
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に

は
、
交
渉
相
手
で
あ
っ
た
「
小
西
・
封
馬
グ
ル
ー
プ
」
の
意
向
も
介

在
し
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
こ
の

0

フ
ラ
ン
は
、
顧
養
謙
が
「
川
右

訴
針
馬
島
通
釜
山
、
濁
延
冠
於
朝
鮮
、
且
習
海
道
於
天
津
失
」
と
反

到
し
た
こ
と
も
あ
り
(
『
一
同
宗
賓
録
』
巻
二
七
一
、
高
暦
二
十
二
年

三
月
壬
寅
篠
)
、
机
上
の
空
論
に
終
わ
っ
て
い
る
。

(
侃
)
「
宣
祖
(
貫
録
』
巻
五
七
、
高
暦
二
十
二
年
十
一
月
乙
亥
朔
候
。

(
釘
)
岩
井
前
掲
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
中
凶
漫
境
耐
合
同
」
、
岸
本
美
緒

「
束
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
惇
統
枇
舎
の
形
成
」
(
岩
波
講
座
世
界

歴
史
二
一
一
、
『
束
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
惇
統
一
吐
舎
の
形
成
』
岩
波

書
庖
、
一
九
九
八
年
)
。

(
槌

)
]
O
E
ロ
巧
己
ゲ
ヨ
]
ア

z
Z
R
E
B
o
h
r
-
E
H円
D
E
4司
自
問
。
r
F

Z
E
H
F
「
E
P
J
o
E岳
自

己

主
2

2
日

E
T
E
H
H
巧
己
ゲ
リ

ヤ

⑦

(

日

出

w
N
1
3遠
足
s
h
N。〔
ubash-
。。
SNhEHU
初、
hdsu
号
足
。
。
ぉ
l

s
g
N
々
S
旬
、
せ
お
お
た
さ
忌
(
リ

S
N
Rミ
(

リ

bNWN-avJへと
o

d
ロ
2
2
2
q

M)HO団
印

'H句
、
吋
少
官
官

NO
∞
N
H
C
W
M
H
ω
N
]
{印

(
的

)
k
r
g
L
H
C
ω
島
君
包
巾
「
朝
鮮
の
役
に
お
け
る
日
明
和
平
交
渉
に
つ

い
て
|
|
主
と
し
て
外
園
史
料
に
よ
る
|
|
」
(
『
キ
リ
シ
タ
ン
研

究
』
今
一
、
一
九
六
六
年
)
三
二
四
三
二
五
頁
。

(
内

)
ω
島
君
主
。
前
掲
「
朝
鮮
の
役
に
お
け
る
日
明
和
平
交
渉
に
つ
い

て
」
三
二
五
三
二
六
頁
。
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various matters were recorded, including the fact that the outer ring of the for

tress was surrounded by stone walls and wooden staves in concentric circles, that

in the center were located the principal castle tower, armory and storehouses,

that white plastered walls were constructed atop the stone castle walls, that the

ship landing and the castle gate were directly connected, and that local Korean re

sidents were involved in securing supplies to support life in the castles.

INVESTING THE KING OF JAPAN AS A VASSAL !t1~

AND RECEIVING TRIBUTE jjJt: THE ISSUE OF

OPENING NINGBO TO THE TRIBUTE TRADE

IN 1594

NAKAJIMA Gakusho

Toyotomi Hideyoshi began the invasion of Korea in 1592, but as warfare be

came mired in a stalemate from 1593 through the ninth month of 1596, peace

negotiations between Japan and the Ming dynasty dragged on interminably. In this

article, I examine the relationship of the arguments within the Ming court over

whether a tribute relationship should be opened with Japan and its relationship to

changes in the trade order in the East Asia of the time.

In the course of the peace negotiations, Hideyoshi continued to demand the

cession of the southern portion of the Korean peninsula and resumption of official

trade between Japan and the Ming. In response, the Ming dynasty saw the cessa

tion of Korean territory as out of the question and continued to debate whether to

invest Hideyoshi with the title King of Japan and whether to permit the tribute

trade. The great majority of the bureaucracy opposed both the investment of

Hideyoshi and permission of the tribute trade, and in the fifth month of 1594 the

Wanli Emperor first ordered the denial of the investment and tribute trade, but

then reversed himself and agreed in the twelfth month to permit the investment

alone, but not to recognize the tribute trade.

Those who opposed opening trade with Japan argued that such trade with

would invite worsening of the peace and public order on the southeastern coast

and bring about financial costs similar to those of the Mongol trade. Furthermore,

Grand Secretary pg M*~± Shen Yiguan it~It, who was from Ningbo, which

was to be the entrepot for the Japanese tribute trade, feared the worsening of

public order in Ningbo and opposed the resumption of trade. In contrast, those
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who advocated the resumption of trade with Japan were a distinct minority.

Among these, Chen Yidian ~tt~~ argued articulately that trade involving

Japanese silver and Chinese commercial products would be unlike the Mongol

trade and would benefit the Ming dynasty. Moreover, Zhao Shizhen JE11±lhi, who

was famed as the author of Shenqi pu ffr$~~tf, submitted a memorial to the throne

advising the toleration of trade with Japan. In addition, Grand Secretary Zhang Wei

~1ft, while opposing recognition of tribute trade with Japan, proposed a plan that

would permit Chinese maritime traders to sail to Japan and conduct trade.

However, in the end the argument against trade with Japan was stronger and the

trade was not resumed.

The East Asian tribute trade system that had existed since the early Ming de

teriorated in the latter half of the 16th century, and in addition to the tribute trade

the countries surrounding China carried out mutual trade Ji -m in Guangdong and

on the northern borders and utilized the trade routes of the Chinese maritime

merchants from Fujian to Southeast Asian, thereby forming the gongshi "ffit-m sys

tem that combined aspects of the tribute and private trade. Japan alone was left

out of the system due to fears of its aggressive actions. Reflecting the interest of

the merchants of Sakai and Hakata, Konishi Yukinaga IJ~ [g'1-r-R and So Yoshitoshi*~ ~ ,who were in charge of the Japanese side in the peace negotiations,

sought to realize peace by resuming trade between Japan and the Ming. On the

other hand, those on the Ming side who groped for a peaceful resolution on the

basis of the resumption of the tribute trade were centered around Grand Secret

ary Zhao Zhigao JE11;t:~ and the Military Commissioner *~~ Song Yingchang *8!
§§, who came from Zhejiang, in addition to Chen Yidian and Zhang Han ~i~~ ,
who was also from Zhejiang and argued forcefully that maritime trade on the

southeastern coast would be financially beneficial and unlike trade on the northern

borders, which had incurred financial burdens. However, in the end the gap be

tween the positions of Hideyoshi, who stubbornly clung to demands for territory,

and Ming bureaucrats, who opposed trade with Japan, remained and brought about

the breakdown of the peace negotiations.
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